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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮機と、複数の室内熱交換器と、複数の減圧装置と、複数の並列熱交換器で構成され
た室外熱交換器と、が順に配管で接続された主回路と、
　前記圧縮機から吐出された冷媒の一部を、前記主回路から分岐して前記複数の並列熱交
換器のうちデフロスト対象の前記並列熱交換器に供給する第１のデフロスト配管と、
　前記第１のデフロスト配管に設けられた第１の絞り装置と、
　前記第１のデフロスト配管を介してデフロスト対象の前記並列熱交換器に供給された冷
媒を、前記主回路に戻す第２のデフロスト配管と、
　前記複数の並列熱交換器の各々における前記圧縮機側の接続を、前記第１のデフロスト
配管又は前記主回路に切り替える第１の流路切替装置と、
　前記複数の並列熱交換器の各々における前記圧縮機と反対側の接続を、前記第２のデフ
ロスト配管又は前記主回路に切り替える第２の流路切替装置と、
　前記第２のデフロスト配管に設けられ、デフロスト対象の前記並列熱交換器の冷媒圧力
を調整する第２の絞り装置と、
　前記第２のデフロスト配管の出口と前記主回路との接続点と前記複数の室内熱交換器の
うち蒸発器として機能する前記室内熱交換器との間に設けられ、蒸発器として機能する前
記室内熱交換器の冷媒圧力を調整する第３の絞り装置と、
　前記第１の絞り装置、前記第２の絞り装置、前記第３の絞り装置を制御する制御装置と
を備え、
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　前記制御装置は、前記圧縮機から吐出された冷媒の一部を前記第１のデフロスト配管及
び前記第２のデフロスト配管を介してデフロスト対象の前記並列熱交換器に通過させると
共に、前記複数の並列熱交換器において前記デフロスト対象の並列熱交換器以外を蒸発器
として機能させ、また、前記複数の室内熱交換器のうち一部を蒸発器、その他を凝縮器と
して機能させる第１運転時に、前記第２の絞り装置と前記第３の絞り装置とをそれぞれ個
別に制御し、前記複数の室内熱交換器のうち、凝縮器として機能する前記室内熱交換器の
暖房負荷に応じて前記第１の絞り装置を制御する空気調和装置。
【請求項２】
　前記制御装置は、前記第１運転中、前記暖房負荷が予め設定した設定負荷よりも小さい
場合には、前記第１の絞り装置の開度を大きくする請求項１記載の空気調和装置。
【請求項３】
　圧縮機と、複数の室内熱交換器と、複数の減圧装置と、複数の並列熱交換器で構成され
た室外熱交換器と、が順に配管で接続された主回路と、
　前記圧縮機から吐出された冷媒の一部を、前記主回路から分岐して前記複数の並列熱交
換器のうちデフロスト対象の前記並列熱交換器に供給する第１のデフロスト配管と、
　前記第１のデフロスト配管に設けられた第１の絞り装置と、
　前記第１のデフロスト配管を介してデフロスト対象の前記並列熱交換器に供給された冷
媒を、前記主回路に戻す第２のデフロスト配管と、
　前記複数の並列熱交換器の各々における前記圧縮機側の接続を、前記第１のデフロスト
配管又は前記主回路に切り替える第１の流路切替装置と、
　前記複数の並列熱交換器の各々における前記圧縮機と反対側の接続を、前記第２のデフ
ロスト配管又は前記主回路に切り替える第２の流路切替装置と、
　前記第２のデフロスト配管に設けられ、デフロスト対象の前記並列熱交換器の冷媒圧力
を調整する第２の絞り装置と、
　前記第２のデフロスト配管の出口と前記主回路との接続点と前記複数の室内熱交換器の
うち蒸発器として機能する前記室内熱交換器との間に設けられ、蒸発器として機能する前
記室内熱交換器の冷媒圧力を調整する第３の絞り装置と、
　前記第１の絞り装置、前記第２の絞り装置、前記第３の絞り装置を制御する制御装置と
を備え、
　前記制御装置は、前記圧縮機から吐出された冷媒の一部を前記第１のデフロスト配管及
び前記第２のデフロスト配管を介してデフロスト対象の前記並列熱交換器に通過させると
共に、前記複数の並列熱交換器において前記デフロスト対象の並列熱交換器以外を蒸発器
として機能させ、また、前記複数の室内熱交換器のうち一部を蒸発器、その他を凝縮器と
して機能させる第１運転時に、前記第２の絞り装置と前記第３の絞り装置とをそれぞれ個
別に制御し、
　前記第１運転と、前記複数の並列熱交換器の全てが蒸発器として機能し、且つ前記複数
の室内熱交換器のうち一部が蒸発器、その他が凝縮器として機能する第２運転とを切り替
える際、前記制御装置は、前記複数の室内熱交換器のうち、蒸発器として機能する前記室
内熱交換器の冷房負荷を、前記複数の室内熱交換器のうち、凝縮器として機能する前記室
内熱交換器の暖房負荷で除算した比に応じて前記第３の絞り装置を制御する空気調和装置
。
【請求項４】
　前記制御装置は、
　前記第１運転から前記第２運転へ切り替える際には、
　前記比が予め設定した第２設定比よりも小さい場合、前記第３の絞り装置の開度を切替
前に予め小さくし、
　前記比が前記第２設定比よりも大きい場合、前記第３の絞り装置の開度を切替前に予め
大きくし、
　前記第２運転から前記第１運転へ切り替える際には、
　前記比が前記第２設定比よりも小さい場合、前記第３の絞り装置の開度を切替前に予め
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大きくし、
　前記比が前記第２設定比よりも大きい場合、前記第３の絞り装置の開度を切替前に予め
小さくする請求項３記載の空気調和装置。
【請求項５】
　前記制御装置は、前記第１運転時に、蒸発器として機能する前記室内熱交換器を有する
室内の設定温度に基づいて前記第３の絞り装置を制御する請求項１～請求項４の何れか一
項に記載の空気調和装置。
【請求項６】
　前記第１運転時に、蒸発器として機能する前記室内熱交換器の冷媒の圧力を検知する圧
力検知装置を備え、
　前記制御装置は、前記圧力検知装置で検知した冷媒圧力が、前記設定温度に応じた目標
圧力となるように前記第３の絞り装置を制御する請求項５記載の空気調和装置。
【請求項７】
　前記目標圧力は、飽和温度換算で０℃以上かつ前記設定温度以下である請求項６記載の
空気調和装置。
【請求項８】
　蒸発器として機能する前記室内熱交換器の冷却対象の温度を検知する温度検知装置を備
え、
　前記制御装置は、前記温度検知装置で検知された温度と前記設定温度との高低関係に基
づいて前記第３の絞り装置を制御する請求項５記載の空気調和装置。
【請求項９】
　前記制御装置は、前記温度検知装置で検知された温度が前記設定温度よりも高い場合、
前記第３の絞り装置の開度を大きくし、前記温度検知装置で検知された温度が前記設定温
度よりも低い場合、前記第３の絞り装置の開度を小さくする請求項８記載の空気調和装置
。
【請求項１０】
　前記複数の並列熱交換器に外気を搬送するファンを備え、
　前記制御装置は、前記第１運転中、前記複数の室内熱交換器のうち、蒸発器として機能
する前記室内熱交換器の冷房負荷を、前記複数の室内熱交換器のうち、凝縮器として機能
する前記室内熱交換器の暖房負荷で除算した比に応じて、前記ファンの出力を制御する請
求項１～請求項９の何れか一項に記載の空気調和装置。
【請求項１１】
　前記制御装置は、前記比が予め設定した第１設定比よりも大きい場合、前記ファンの出
力を低減する請求項１０記載の空気調和装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、暖房運転を継続しながらデフロストも同時に行うことができる空気調和装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球環境保護の観点から、寒冷地域にも化石燃料を燃やして暖房を行うボイラ式
の暖房器具に置き換えて、空気を熱源とするヒートポンプ式の空気調和装置が導入される
事例が増えている。ヒートポンプ式の空気調和装置は、圧縮機への電気入力に加えて空気
から熱が供給される分だけ効率よく暖房を行うことができる。しかしこの反面、外気温度
が低温になると、蒸発器となる室外熱交換器に着霜するため、室外熱交換器についた霜を
融かすデフロストを行う必要がある。
【０００３】
　デフロストを行う方法として、冷凍サイクルの冷媒の流れを暖房運転とは逆転させる方
法があるが、この方法では、デフロスト中、室内の暖房が停止されるため、快適性が損な
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われる課題があった。そこで、デフロスト中にも暖房を行うことができる手法の一つとし
て、室外熱交換器を複数の並列熱交換器で構成し、一部の並列熱交換器をデフロストして
いる間も他方の並列熱交換器を蒸発器として機能させ、蒸発器において空気から熱を吸熱
し、暖房を行う方法が提案されている（例えば、特許文献１、特許文献２参照）。
【０００４】
　特許文献１に記載の技術では、暖房と冷房のどちらか一方を行える冷暖切替型の空気調
和装置において、室外熱交換器を複数の並列熱交換器で構成している。そして、圧縮機か
ら吐出された高温の冷媒の一部を各並列熱交換器に交互に流入させ、各並列熱交換器を交
互にデフロストすることで、冷凍サイクルを逆転させることなく連続して暖房を行ってい
る。
【０００５】
　特許文献２に記載の技術では、各室内機のそれぞれが暖房又は冷房を行うことができる
冷暖同時型の空気調和装置である。特許文献２では、室外熱交換器を複数の並列熱交換器
で構成することで、一部の並列熱交換器のデフロストを行いつつ、冷凍サイクルを逆転さ
せることなく連続して暖房を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第２０１４／０８３８６７号
【特許文献２】国際公開第２０１０／０８２３２５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載の空気調和装置では、冷房と暖房を同時に行えないため、各室内から
の運転要求が冷房と暖房とで混在する場合に対応できず、室内環境の快適性が低い。
【０００８】
　特許文献２に記載の空気調和装置では、冷房と暖房を同時に行う冷暖同時運転（冷暖混
在運転）を行うことができ、各室内の運転要求に応じた運転が可能である。しかし、デフ
ロストを行う冷媒の圧力は、外気から吸熱を行う冷媒の圧力と同じ低い圧力か、凝縮器と
同じ高い圧力のどちらかであり、それ以外の圧力に調整することができない。このため、
デフロストを行う冷媒の飽和温度が霜の融解温度よりも低い場合には、冷媒の潜熱を利用
したデフロストを行えず、顕熱を利用したデフロストとなる。顕熱は潜熱よりも小さいた
め、潜熱を利用したデフロストと同じ霜を融かす能力を顕熱を利用したデフロストで得る
ためには、デフロスト対象の並列熱交換器に流入させる冷媒流量を多くしなければならな
い。デフロスト対象の並列熱交換器に流入させる冷媒流量を多くすると、暖房側の並列熱
交換器に流れる冷媒が不足し、暖房能力が低下する。また、デフロストを行う冷媒の圧力
が高い場合は、デフロスト対象の並列熱交換器内の液冷媒量が多くなるため、暖房に必要
な冷媒が不足し、暖房能力が低下する。
【０００９】
　このように、デフロストの圧力を調整できないと、暖房能力の低下につながり、室内の
快適性が損なわれる。
【００１０】
　また、特許文献２の空気調和装置では、冷暖同時運転を行いつつデフロストを行うこと
が可能である。しかし、冷房を行う冷媒の圧力を調整することができない。このため、室
内温度を冷房の設定温度に下げることができず、室内の快適性を損なうことがある。
【００１１】
　本発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、冷房と暖房を同時に行う
冷暖同時運転において暖房を停止させずにデフロストを行うことができ、また、冷房及び
暖房の両方の室内の快適性を向上できる冷暖同時型の空気調和装置を提供することを目的
とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る空気調和装置は、圧縮機と、複数の室内熱交換器と、複数の減圧装置と、
複数の並列熱交換器で構成された室外熱交換器と、が順に配管で接続された主回路と、圧
縮機から吐出された冷媒の一部を、主回路から分岐して複数の並列熱交換器のうちデフロ
スト対象の並列熱交換器に供給する第１のデフロスト配管と、第１のデフロスト配管に設
けられた第１の絞り装置と、第１のデフロスト配管を介してデフロスト対象の並列熱交換
器に供給された冷媒を、主回路に戻す第２のデフロスト配管と、複数の並列熱交換器の各
々における圧縮機側の接続を、第１のデフロスト配管又は主回路に切り替える第１の流路
切替装置と、複数の並列熱交換器の各々における圧縮機と反対側の接続を、第２のデフロ
スト配管又は主回路に切り替える第２の流路切替装置と、第２のデフロスト配管に設けら
れ、デフロスト対象の並列熱交換器の冷媒圧力を調整する第２の絞り装置と、第２のデフ
ロスト配管の出口と主回路との接続点と複数の室内熱交換器のうち蒸発器として機能する
室内熱交換器との間に設けられ、蒸発器として機能する室内熱交換器の冷媒圧力を調整す
る第３の絞り装置と、第１の絞り装置、第２の絞り装置、第３の絞り装置を制御する制御
装置とを備え、制御装置は、圧縮機から吐出された冷媒の一部を第１のデフロスト配管及
び第２のデフロスト配管を介してデフロスト対象の並列熱交換器に通過させると共に、複
数の並列熱交換器においてデフロスト対象の並列熱交換器以外を蒸発器として機能させ、
また、複数の室内熱交換器のうち一部を蒸発器、その他を凝縮器として機能させる第１運
転時に、第２の絞り装置と第３の絞り装置とをそれぞれ個別に制御し、複数の室内熱交換
器のうち、凝縮器として機能する室内熱交換器の暖房負荷に応じて第１の絞り装置を制御
するものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、冷房と暖房を同時に行う冷暖同時運転において暖房を停止させずにデ
フロストを行うことができ、また、第２の絞り装置と第３の絞り装置とをそれぞれ個別に
制御するようにしたので、冷房及び暖房の両方の室内の快適性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の冷媒回路構成を示す冷媒回路
図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の室外熱交換器３の構成の一例
を示す図である。
【図３】図１の室外機Ａの各運転モードにおける各開閉装置と流量制御装置と絞り装置の
それぞれの状態を示した図である。
【図４】図１の室内機Ｂ、Ｃにおける各流量制御装置の状態を示した図である。
【図５】図１の中継機Ｄの各運転モードにおける各開閉装置と流量制御装置のそれぞれの
状態を示した図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の全冷房運転時の冷媒の流れを
示す図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の全冷房運転時のＰ－ｈ線図で
ある。
【図８】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の冷房主体運転時の冷媒の流れ
を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の冷房主体運転時のＰ－ｈ線図
である。
【図１０】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の全暖房通常運転時の冷媒の
流れを示す図である。
【図１１】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の全暖房通常運転時のＰ－ｈ
線図である。
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【図１２】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の暖房主体通常運転時の冷媒
の流れを示す図である。
【図１３】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の暖房主体通常運転時のＰ－
ｈ線図である。
【図１４】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の並列熱交換器３－２のデフ
ロストを行う全暖房デフロスト運転時の冷媒の流れを示す図である。
【図１５】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の全暖房デフロスト運転時の
Ｐ－ｈ線図である。
【図１６】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の並列熱交換器３－２のデフ
ロストを行う暖房主体デフロスト運転時の冷媒の流れを示す図である。
【図１７】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の暖房主体デフロスト運転時
のＰ－ｈ線図である。
【図１８】本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の並列熱交換器３－２でデフ
ロストを行う冷媒の圧力と、蒸発器として機能している室内熱交換器１１ｂで冷房を行う
冷媒の圧力と、並列熱交換器３－１で室外空気から吸熱を行う冷媒の圧力と、の大小関係
の説明図である。
【図１９】本発明の実施の形態２に係る空気調和装置１０１の冷媒回路構成を示す冷媒回
路図である。
【図２０】本発明の実施の形態３に係る空気調和装置１０２の冷媒回路構成を示す冷媒回
路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。
　なお、各図において、同一の符号を付したものは、同一の又はこれに相当するものであ
り、これは明細書の全文において共通している。
　更に、明細書全文に表れている構成要素の形態は、あくまで例示であってこれらの記載
に限定されるものではない。
【００１６】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の冷媒回路構成を示す冷媒回
路図である。
　空気調和装置１００は、室外機（熱源機、熱源側ユニット）Ａと、互いに並列に接続さ
れた複数の室内機（負荷側ユニット）Ｂ、Ｃと、中継機Ｄを備えている。室外機Ａと中継
機Ｄとは、高圧配管である第１の延長配管３１、低圧配管である第２の延長配管３２で接
続されている。中継機Ｄと室内機Ｂ、Ｃとは第３の延長配管３３ｂ、３３ｃ、第４の延長
配管３４ｂ、３４ｃで接続されている。
【００１７】
　空気調和装置１００には更に、制御装置９０が設けられている。制御装置９０は、室内
機Ｂ、Ｃの冷房、暖房の切り替え、設定温度の変更、後述の各開閉装置、流量制御装置、
絞り装置などを制御する。制御装置９０は、各開閉装置、流量制御装置、絞り装置等を制
御することにより、運転モードを切り替える機能を有している。制御装置９０は、その機
能を実現する回路デバイスのようなハードウェアで構成することもできるし、マイコンや
ＣＰＵのような演算装置と、その上で実行されるソフトウェアとにより構成することもで
きる。空気調和装置１００の運転モードには、冷房運転及び暖房運転がある。冷房運転に
は、全冷房運転及び冷房主体運転があり、暖房運転には、全暖房運転及び暖房主体運転が
ある。これらの各運転モードの詳細については後述する。
【００１８】
　冷媒としては、フロン冷媒又はＨＦＯ冷媒が用いられる。フロン冷媒としては、例えば
、ＨＦＣ系冷媒のＲ３２冷媒、Ｒ１２５、Ｒ１３４ａなど、又は、これらの混合冷媒のＲ
４１０Ａ、Ｒ４０７ｃ、Ｒ４０４Ａなどがある。また、ＨＦＯ冷媒としては、例えば、Ｈ
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ＦＯ－１２３４ｙｆ、ＨＦＯ－１２３４ｚｅ（Ｅ）、ＨＦＯ－１２３４ｚｅ（Ｚ）などが
ある。また、その他、冷媒としては、ＣＯ２冷媒、ＨＣ冷媒（例えばプロパン、イソブタ
ン冷媒）、アンモニア冷媒、Ｒ３２とＨＦＯ－１２３４ｙｆとの混合冷媒のように前記の
冷媒の混合冷媒など、蒸気圧縮式のヒートポンプに用いられる冷媒が用いられる。
【００１９】
　なお、本実施の形態１では、１台の室外機Ａに、２台の室内機Ｂ、Ｃを接続した例につ
いて説明するが、室内機は３台以上でもよく、また、２台以上の室外機を並列に接続して
もよい。
【００２０】
　ここで、この空気調和装置１００における冷媒回路の構成について説明する。
　空気調和装置１００は、圧縮機１と、室内熱交換器１１ｂ、１１ｃと、減圧装置である
室内流量制御装置１２ｂ、１２ｃと、並列熱交換器３－１、３－２で構成された室外熱交
換器３と、が順次、配管で接続された主回路を有している。
【００２１】
［室外機Ａ］
　室外機Ａは圧縮機１と、流路切替装置２と、室外熱交換器３と、アキュムレータ４と、
逆流防止装置５－１、５－２、５－３、５－４を有しており、これらが配管で接続された
回路が主回路の一部である。アキュムレータ４は必ずしも必須ではなく、省略しても良い
。
【００２２】
　流路切替装置２は圧縮機１の吐出配管３５及び吸入配管３６の間に接続され、冷媒の流
れ方向を切り替える例えば四方弁で構成される。接続の向きは、図１中の実線の向きか破
線の向きのどちらかである。
【００２３】
　逆流防止装置５－１、５－２、５－３、５－４は流れを一方向に限定する例えば逆止弁
で構成される。流れの向きは、逆流防止装置５－２を例にすると、第２の延長配管３２か
ら流路切替装置２へと流れる向きであり、逆向きへは流れは生じない。なお、逆流防止装
置５－１、５－２、５－３、５－４は流れを一方向に限定できれば良く、開閉装置や全閉
機能を有する絞り装置で構成されても良い。
【００２４】
　図２は、本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の室外熱交換器３の構成の一
例を示す図である。
【００２５】
　図２に示すように、室外熱交換器３は、例えば複数の伝熱管３ａと複数のフィン３ｂと
を有するフィンチューブ型の熱交換器で構成される。室外熱交換器３は、複数の並列熱交
換器に分割されている。ここでは、室外熱交換器３が２つの並列熱交換器３－１、３－２
に分割されている構成を例示している。なお、室外熱交換器３のうちの並列熱交換器の数
は２つに限らず、任意の数とすることができる。
【００２６】
　伝熱管３ａは、内部を冷媒が通過し、空気通過方向に対して垂直方向である段方向及び
空気通過方向である列方向に複数設けられている。
【００２７】
　フィン３ｂは、空気通過方向に空気が通過するように間隔を空けて複数配置されている
。
【００２８】
　並列熱交換器３－１、３－２は、室外機Ａの筐体内において室外熱交換器３を分割して
構成される。その分割は、左右に分割されても良く、図２に示すように上下に分割しても
良い。左右に分割すると、並列熱交換器３－１、３－２のそれぞれへの冷媒入口が室外機
Ａの左右両端になるため、配管接続が複雑になるが、デフロストによって生じた水が他の
熱交換器に付着するといったことがない。上下に分割すると、配管接続が容易となる。
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【００２９】
　なお、並列熱交換器３－１、３－２は、図２のようにフィン３ｂが分割されていなくて
も良いし、分割されていても良い。また、並列熱交換器３－１と３－２のフィン３ｂに熱
漏洩を低減するような機構を設けたり、並列熱交換器３－１、３－２の間に高温の冷媒を
流すような伝熱管を設けたりしても良い。フィン３ｂに設けられる、熱漏洩を低減する機
構としては、例えば、切欠きもしくはスリットなどが該当する。このように、フィン３ｂ
を分割したり、熱漏洩を低減する機構を設けたり、高温冷媒を流す伝熱管を設けたりする
ことで、デフロスト対象の並列熱交換器から蒸発器として機能している並列熱交換器への
熱漏洩を抑えることができる。熱漏洩があると、デフロスト対象の並列熱交換器と蒸発器
として機能している並列熱交換器との境目でデフロストし難くなるが、熱漏洩が抑えられ
ることで、デフロストがし難くなることを防ぐことができる。
【００３０】
　並列熱交換器３－１、３－２には室外ファン３ｆによって室外空気が搬送される。
【００３１】
　室外ファン３ｆは、並列熱交換器３－１、３－２のそれぞれに設置されてもよいが、図
１のように１台のファンのみとしてもよい。
【００３２】
　並列熱交換器３－１、３－２の圧縮機１と接続される側には第１の接続配管３７－１、
３７－２が接続されている。第１の接続配管３７－１、３７－２は、流路切替装置２の室
外熱交換器３側の接続口から延びる配管２０－１に並列に接続されており、各々には、第
１の開閉装置６－１、６－２が設けられている。
【００３３】
　並列熱交換器３－１、３－２の圧縮機１と接続される側とは反対側には第２の接続配管
３８－１、３８－２が接続されている。第２の接続配管３８－１、３８－２には、第１の
延長配管３１から室外機Ａに向けて延びる配管２０－２に並列に接続されており、各々に
は流量制御装置７－１、７－２が設けられている。
【００３４】
　流量制御装置７－１、７－２は、制御装置９０からの指令によって開度を可変すること
ができる装置であり、例えば、電子制御式膨張弁で構成される。
【００３５】
　また、室外機Ａには更に、デフロストを行う際に冷媒が通過する第１のデフロスト配管
３９と第２のデフロスト配管４０とを備えている。第１のデフロスト配管３９は、一端が
吐出配管３５に接続され、他端が分岐されて各々が第１の接続配管３７－１、３７－２に
接続されている。そして、第１のデフロスト配管３９は、圧縮機１から吐出した高温高圧
の冷媒の一部を主回路から分岐してデフロスト対象の並列熱交換器３－１、３－２である
デフロスト熱交換器に供給する。第２のデフロスト配管４０は、一端が並列熱交換器３－
１と流量制御装置７－１との間の第２の接続配管３８－２に接続され、他端が並列熱交換
器３－２と流量制御装置７－２との間の第２の接続配管３８－２に接続される。第２のデ
フロスト配管４０は、デフロスト熱交換器から流出した冷媒を主回路に戻す。
【００３６】
　第１のデフロスト配管３９には第１の絞り装置８が設けられており、圧縮機１から吐出
した高温高圧の冷媒の一部を第１の絞り装置８で減圧して中圧にする。ここで、中圧とは
、冷媒回路内の高圧側圧力よりも低く、低圧側圧力（例えば、蒸発器内の圧力）よりも高
い圧力である。高圧側圧力とは、例えば凝縮器内の圧力であり、低圧側圧力とは、例えば
外気から吸熱を行う蒸発器内の圧力である。第１の絞り装置８で減圧された中圧冷媒は、
第１の接続配管３７－１、３７－２を通って並列熱交換器３－１、３－２に流入する。こ
れにより、並列熱交換器３－１、３－２では、中圧冷媒を用いたデフロストが行われる。
【００３７】
　第１のデフロスト配管３９において分岐したそれぞれの配管には、第２の開閉装置９－
１、９－２が設けられている。第２の開閉装置９－１、９－２は、中圧冷媒を第１の接続
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配管３７－１、３７－２の何れに流入させるかを制御する。第２の開閉装置９－１、９－
２は、第１の開閉装置６－１、６－２と共に、本発明の「第１の流路切替装置」を構成す
る。
【００３８】
　第２のデフロスト配管４０には第２の絞り装置１０が設けられており、デフロスト対象
の並列熱交換器３－１、３－２から流出した冷媒を減圧して低圧にする。
【００３９】
　ここで、第１の開閉装置６－１、６－２、第２の開閉装置９－１、９－２は、流路の開
閉ができればよく、例えば電磁弁、四方弁、三方弁、又は二方弁などで構成される。また
、第２の絞り装置１０は、制御装置９０からの指令によって開度を可変することができる
装置であり、例えば、電子制御式膨張弁で構成される。
【００４０】
　第１の絞り装置８は、必要なデフロスト能力、つまりデフロストをするための冷媒流量
が決まっていれば、毛細管で構成してもよい。また、第１の絞り装置８を無くして、予め
設定したデフロスト流量を流すことで高圧から中圧まで圧力が低下するように、第２の開
閉装置９－１、９－２を小型化しても良い。また、第１の絞り装置８を無くして、第２の
開閉装置９－１、９－２の代わりに流量制御装置をつけても良い。
【００４１】
　逆流防止装置５－４と流量制御装置７－１、７－２との間には、蒸発器として機能する
室内熱交換器の冷媒の圧力を検知する冷媒圧力センサー９１が設けられている。冷媒圧力
センサー９１は、室内熱交換器１１ｂ、１１ｃのうち、蒸発器として機能する室内熱交換
器の冷媒の圧力を検知できれば、設置位置はどこでもよい。例えば、冷媒圧力センサー９
１の設置位置は、室内熱交換器１１ｂ、１１ｃから流量制御装置７－１、７－２までの間
であれば、室外機Ａ、室内機Ｂ、Ｃ、中継機Ｄのどこに設置されても良い。
【００４２】
　また、冷媒圧力センサー９１は、冷媒が気液二相状態となる部分の圧力の検知に用いら
れるため、冷媒の温度を検知できる温度センサーを用いて、検知した値を飽和温度として
冷媒の圧力に換算しても良い。冷媒の温度を検知する温度センサーを用いる場合は、温度
センサーが冷媒に触れるようにして、直接的に冷媒の温度を検知しても良いし、配管又は
熱交換器等の外表面の温度を検知することで間接的に冷媒の温度を検知しても良い。また
、蒸発器として機能している室内熱交換器が設置された室内機に空気温度を検知できる温
度センサーを取り付け、この温度センサーで、蒸発器として機能している室内熱交換器の
空気の出口温度を検知し、冷媒の圧力に換算しても良い。
【００４３】
　なお、本実施の形態１における第１の絞り装置８は、本発明の「第１の絞り装置」に相
当し、第２の絞り装置１０は、本発明の「第２の絞り装置」に相当する。また、流量制御
装置７－１、７－２は、本発明の「第３の絞り装置」と「第２の流路切替装置」とに相当
し、この２つの装置の機能をまとめて構成したものである。また、第１のデフロスト配管
３９は、本発明の「第１のデフロスト配管」に相当し、第２のデフロスト配管４０は、本
発明の「第２のデフロスト配管」に相当する。また、冷媒圧力センサー９１は、本発明の
「圧力検知装置」に相当する。
【００４４】
［室内機Ｂ及び室内機Ｃ］
　室内機Ｂ及び室内機Ｃは例えば同一の構成を有するものである。室内機Ｂは、室内熱交
換器１１ｂと、室内流量制御装置１２ｂとを備えている。また、室内機Ｃは、室内熱交換
器１１ｃと、室内流量制御装置１２ｃとを備えている。室内機Ｂに備えられた各機器と室
内機Ｃに備えられた各機器とが配管で接続された回路が主回路の一部である。また、室内
流量制御装置１２ｂ及び室内流量制御装置１２ｃは、本発明の「減圧装置」に相当する。
【００４５】
　室内流量制御装置１２ｂ、１２ｃは、開度を可変することができる装置であり、例えば
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、電子制御式膨張弁で構成される。室内流量制御装置１２ｂ、１２ｃは、全冷房運転時の
冷媒の流れにおいて室内熱交換器１１ｂ、１１ｃの上流側に設けられている。
【００４６】
［中継機Ｄ］
　中継機Ｄは気液分離装置１３と、第１の中継開閉装置１４ｂ、１４ｃと、第２の中継開
閉装置１５ｂ、１５ｃと、第１の中継流量制御装置１６と、第２の中継流量制御装置１７
とを有しており、これらが配管で接続された回路が主回路の一部である。
【００４７】
　気液分離装置１３は、第１の延長配管３１から流出する冷媒をガス冷媒と液冷媒とに分
離する。気液分離装置１３のガス冷媒が流出する気相部は第１の中継開閉装置１４ｂ、１
４ｃを介して第３の延長配管３３ｂ、３３ｃに接続される。気液分離装置１３の液冷媒が
流出する液相部は第１の中継流量制御装置１６を介して第２の中継流量制御装置１７と第
４の延長配管３４ｂ、３４ｃとに接続されている。
【００４８】
　第２の中継開閉装置１５ｂ、１５ｃは、第２の延長配管３２と第３の延長配管３３ｂ、
３３ｃとの間にそれぞれ設けられている。
【００４９】
　第２の中継流量制御装置１７は、第１の中継流量制御装置１６と第４の延長配管３４ｂ
、３４ｃとの間から分岐し、第２の延長配管３２と第２の中継開閉装置１５ｂ、１５ｃと
の間に接続された配管に設けられている。
【００５０】
　第１の中継開閉装置１４ｂ、１４ｃ、第２の中継開閉装置１５ｂ、１５ｃは流路の開閉
ができればよく電磁弁、四方弁、三方弁、又は二方弁などで構成される。第１の中継流量
制御装置１６、第２の中継流量制御装置１７は開度を可変することができる装置であり、
例えば、電子制御式膨張弁で構成される。
【００５１】
　なお、本実施の形態１における第１の中継開閉装置１４ｂ、１４ｃ、第２の中継開閉装
置１５ｂ、１５ｃは、本発明の「接続切替装置」に相当する。
【００５２】
　次に、この空気調和装置１００が実行する各種運転の運転動作について説明する。
【００５３】
　空気調和装置１００の運転動作には、室外熱交換器３が凝縮器として機能する全冷房運
転と、冷房主体運転と、室外熱交換器３が蒸発器として機能する全暖房運転と、暖房主体
運転との４種類の運転モードがある。全暖房運転は、運転中の全ての室内機が暖房のみを
行う運転である。全冷房運転は、運転中の全ての室内機が冷房のみを行っている運転であ
る。冷房主体運転もしくは暖房主体運転は、暖房を行っている室内機と冷房を行っている
室内機とが混在する冷暖同時運転であり、冷房主体運転は、冷房負荷が暖房負荷よりも多
い場合に行われ、暖房主体運転は暖房負荷が冷房負荷よりも多い場合に行われる。
【００５４】
　冷房負荷及び暖房負荷は、圧縮機１から吐出された冷媒の圧力、圧縮機１へ吸入される
冷媒の圧力、運転中の室内機の容量、運転台数、室内設定温度と室内温度との温度差など
を検知することで知ることができる。冷房負荷や暖房負荷を知るためのこれらの情報は、
制御装置９０で得ることができる。
【００５５】
　全暖房運転には更に、室外熱交換器３を構成する並列熱交換器３－１、３－２の両方が
蒸発器として機能する全暖房通常運転と、並列熱交換器３－１、３－２の一方が蒸発器と
して機能する全暖房デフロスト運転（連続全暖房運転とも称する）とがある。また、暖房
主体運転には更に、室外熱交換器３を構成する並列熱交換器３－１、３－２の両方が蒸発
器として機能する暖房主体通常運転と、並列熱交換器３－１、３－２の一方が蒸発器とし
て機能する暖房主体デフロスト運転（連続暖房主体運転とも称する）とがある。暖房主体
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デフロスト運転は、本発明の「第１運転」に相当し、暖房主体通常運転は、本発明の「第
２運転」に相当する。
【００５６】
　全暖房デフロスト運転及び暖房主体デフロスト運転では、暖房を継続して行いながら、
並列熱交換器３－１と並列熱交換器３－２とを交互にデフロストする。すなわち、一方の
並列熱交換器を蒸発器として機能させて暖房を行いながら他方の並列熱交換器のデフロス
トを行う。そして、他方の並列熱交換器のデフロストが終了すると、その他方の並列熱交
換器を蒸発器として機能させて暖房を行い、一方の並列熱交換器のデフロストを行う。
【００５７】
　図３、図４及び図５は、図１の空気調和装置１００の各運転モードにおける各バルブの
制御例を示す図である。図３は、図１の室外機Ａの各運転モードにおける各開閉装置と流
量制御装置と絞り装置のそれぞれの状態を示した図である。図４は、図１の室内機Ｂ、Ｃ
における各流量制御装置の状態を示した図である。図５は、図１の中継機Ｄの各運転モー
ドにおける各開閉装置と流量制御装置のそれぞれの状態を示した図である。図３において
、流路切替装置２のＯＮは、図１の実線の向きに接続した場合を示し、ＯＦＦは点線の向
きに接続した場合を示す。図３における第１の開閉装置６－１、６－２、第２の開閉装置
９－１、９－２のＯＮと、図５における第１の中継開閉装置１４ｂ、１４ｃ、第２の中継
開閉装置１５ｂ、１５ｃのＯＮは、開閉装置が開いて冷媒が流れている場合を示し、ＯＦ
Ｆは、開閉装置が閉じている場合を示す。
【００５８】
［全冷房運転］
　図６は、本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の全冷房運転時の冷媒の流れ
を示す図である。図６において全冷房運転時に冷媒が流れる部分を実線とし、冷媒が流れ
ない部分を破線としている。なお、図６では室内機Ｂ、Ｃが冷房を行っている場合を示し
ている。
【００５９】
　図７は、本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の全冷房運転時のＰ－ｈ線図
である。なお、図７の点（ａ）～点（ｆ）は図６の同じ記号を付した部分での冷媒の状態
を示す。
【００６０】
　圧縮機１の運転を開始すると、室外機Ａにおいて、低温低圧のガス冷媒が圧縮機１によ
って圧縮され、高温高圧のガス冷媒となって吐出される。この圧縮機１の冷媒圧縮過程は
、圧縮機１の断熱効率の分だけ、等エントロピ線で断熱圧縮される場合と比較して加熱さ
れるように圧縮され、図７の点（ａ）から点（ｂ）に示す線で表される。
【００６１】
　圧縮機１から吐出された高温高圧のガス冷媒は、流路切替装置２を通過して２つに分岐
され、一方は第１の開閉装置６－１を通過して第１の接続配管３７－１から並列熱交換器
３－１に流入する。他方は第１の開閉装置６－２を通過して第１の接続配管３７－２から
並列熱交換器３－２に流入する。
【００６２】
　並列熱交換器３－１、３－２に流入した冷媒は、室外空気を加熱しながら冷却され、中
温高圧の液冷媒となる。並列熱交換器３－１、３－２での冷媒変化は、圧力損失を考慮す
ると、図７の点（ｂ）から点（ｃ）に示すやや傾いた水平に近い直線で表される。
【００６３】
　並列熱交換器３－１、３－２から流出した中温高圧の液冷媒は、第２の接続配管３８－
１、３８－２に流入し、全開状態の流量制御装置７－１、７－２を通過した後、合流する
。合流した冷媒は、逆流防止装置５－１を通過して第１の延長配管３１を通り、中継機Ｄ
に流入する。
【００６４】
　なお、室内機Ｂ、Ｃの運転負荷が小さい場合などは、第１の開閉装置６－１、６－２の



(12) JP 6576552 B2 2019.9.18

10

20

30

40

50

どちらか一方を閉止して、並列熱交換器３－１、３－２のどちらか一方に冷媒が流れない
ようにしてもよい。この場合、結果的に室外熱交換器３の伝熱面積が小さくなり、安定し
たサイクルの運転を行うことができる。
【００６５】
　中継機Ｄに流入した冷媒は気液分離装置１３に流入する。気液分離装置１３は流入した
冷媒をガス冷媒と液冷媒とに分離するものであるが、ここで流入する冷媒は液冷媒であり
、また、第１の中継開閉装置１４ｂ、１４ｃを閉止しているため、流入した液冷媒は全て
液相部から流出する。
【００６６】
　気液分離装置１３から流出した液冷媒は、全開状態の第１の中継流量制御装置１６を通
過して２つに分岐され、一方は第４の延長配管３４ｂ、３４ｃを通り、冷房を行っている
室内機Ｂ、Ｃに流入する。他方は第２の中継流量制御装置１７に流入し、ここで絞られて
膨張、減圧し、低温低圧の気液二相状態の冷媒になる。この第２の中継流量制御装置１７
での冷媒の変化はエンタルピーが一定のもとで行われる。このときの冷媒変化は、図７の
点（ｃ）から点（ｆ）に示す垂直線で表される。
【００６７】
　室内機Ｂ、Ｃに流入した液冷媒は、室内流量制御装置１２ｂ、１２ｃに流入し、ここで
絞られて膨張、減圧し、低温低圧の気液二相状態になる。この室内流量制御装置１２ｂ、
１２ｃでの冷媒の変化はエンタルピーが一定のもとで行われる。このときの冷媒変化は、
図７の点（ｃ）から点（ｄ）に示す垂直線で表される。
【００６８】
　室内流量制御装置１２ｂ、１２ｃから流出した低温低圧の気液二相状態の冷媒は、蒸発
器として機能している室内熱交換器１１ｂ、１１ｃに流入する。室内熱交換器１１ｂ、１
１ｃに流入した冷媒は、室内空気を冷却しながら加熱され、低温低圧のガス冷媒となる。
なお、室内流量制御装置１２ｂ、１２ｃは、室内熱交換器１１ｂ、１１ｃから流出する低
温低圧のガス冷媒の過熱度（スーパーヒート）が２Ｋ～５Ｋ程度になるように制御される
。室内熱交換器１１ｂ、１１ｃでの冷媒の変化は、圧力損失を考慮すると、図７の点（ｄ
）から点（ｅ）に示すやや傾いた水平に近い直線で表される。
【００６９】
　室内熱交換器１１ｂ、１１ｃから流出した低温低圧の各ガス冷媒は、第３の延長配管３
３ｂ、３３ｃを通って再び中継機Ｄに流入する。
【００７０】
　再び中継機Ｄに流入した低温低圧の各ガス冷媒は、第２の中継開閉装置１５ｂ、１５ｃ
を通過した後、第２の中継流量制御装置１７を通過した低温低圧の気液二相状態の冷媒と
合流して第２の延長配管３２を通って室外機Ａに流入する。通常は、室内機Ｂ、Ｃを通過
した低温低圧のガス冷媒の方が第２の中継流量制御装置１７を通過した低温低圧の気液二
相状態の冷媒と比べて流量が多い。そして、合流して室外機Ａに流入する冷媒は、過熱度
の小さい低温低圧のガス冷媒となり、冷媒の状態は、図７の点（ａ）となる。
【００７１】
　室外機Ａに流入した低温低圧のガス冷媒は、逆流防止装置５－２、流路切替装置２及び
アキュムレータ４を通って圧縮機１に流入し、圧縮される。
【００７２】
［冷房主体運転］
　図８は、本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の冷房主体運転時の冷媒の流
れを示す図である。図８において冷房主体運転時に冷媒が流れる部分を実線とし、冷媒が
流れない部分を破線としている。なお、図８では室内機Ｂが冷房、室内機Ｃが暖房を行っ
ている場合を示している。以降の実施の形態の説明においても同様に、室内機Ｂが冷房、
室内機Ｃが暖房を行っている場合について説明する。室内機Ｂが暖房、室内機Ｃが冷房を
行う場合は、室内流量制御装置１２ｂ、１２ｃ、第１の中継開閉装置１４ｂ、１４ｃ、第
２の中継開閉装置１５ｂ、１５ｃの開閉状態が逆転し、室内機Ｂと室内機Ｃの冷媒の流れ
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が入れ替わるだけで、その他の動作は同じとなる。
【００７３】
　図９は、本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の冷房主体運転時のＰ－ｈ線
図である。なお、図９の点（ａ）～点（ｊ）は、図８の同じ記号を付した部分での冷媒の
状態を示す。
【００７４】
　圧縮機１の運転を開始すると、室外機Ａにおいて、低温低圧のガス冷媒が圧縮機１によ
って圧縮され、高温高圧のガス冷媒となって吐出される。この圧縮機１の冷媒圧縮過程は
、圧縮機１の断熱効率の分だけ、等エントロピ線で断熱圧縮される場合と比較して加熱さ
れるように圧縮され、図９の点（ａ）から点（ｂ）に示す線で表される。
【００７５】
　圧縮機１から吐出された高温高圧のガス冷媒は、流路切替装置２を通過して２つに分岐
され、一方は第１の開閉装置６－１を通過して第１の接続配管３７－１から並列熱交換器
３－１に流入する。他方は第１の開閉装置６－２を通過して第１の接続配管３７－２から
並列熱交換器３－２に流入する。
【００７６】
　並列熱交換器３－１、３－２に流入した冷媒は、室外空気を加熱しながら冷却され、中
温高圧の気液二相状態の冷媒となる。並列熱交換器３－１、３－２での冷媒変化は、圧力
損失を考慮すると、図９の点（ｂ）から点（ｃ）に示すやや傾いた水平に近い直線で表さ
れる。
【００７７】
　並列熱交換器３－１、３－２から流出した中温高圧の気液二相状態の冷媒は、第２の接
続配管３８－１、３８－２に流入し、全開状態の流量制御装置７－１、７－２を通過した
後、合流する。合流した冷媒は、逆流防止装置５－１を通過して第１の延長配管３１を通
り、中継機Ｄに流入する。
【００７８】
　なお、室内機Ｂ、Ｃの運転負荷が小さい場合又は（暖房負荷）／（冷房負荷）の比が大
きい場合などは、第１の開閉装置６－１、６－２のどちらか一方を閉止して、並列熱交換
器３－１、３－２のどちらか一方に冷媒が流れないようにしてもよい。この場合、結果的
に室外熱交換器３の伝熱面積が小さくなり、安定したサイクルの運転を行うことができる
。
【００７９】
　中継機Ｄに流入した冷媒は気液分離装置１３に流入する。気液分離装置１３ではガス冷
媒と液冷媒とに分離され、ガス冷媒は気相部から流出して第１の中継開閉装置１４ｃに流
入し、液冷媒は液相部から流出して第１の中継流量制御装置１６に流入する。気液分離装
置１３での冷媒変化は圧力一定のもとで行われ、飽和ガスと飽和液とに分離される。気相
部から流出するガス冷媒は図９の点（ｃ）から点（ｇ）に示す水平線で表わされ、液相部
から流出する液冷媒は図９の点（ｃ）から点（ｉ）に示す水平線で表わされる。
【００８０】
　第１の中継開閉装置１４ｃに流入したガス冷媒は、第３の延長配管３３ｃを通って暖房
を行っている室内機Ｃに流入する。
【００８１】
　室内機Ｃに流入したガス冷媒は、凝縮器として機能している室内熱交換器１１ｃに流入
し、ここで室内空気を加熱しながら冷却され、中温高圧の液冷媒となる。室内熱交換器１
１ｃでの冷媒の変化は、圧力損失を考慮すると、図９の点（ｇ）から点（ｈ）に示すやや
傾いた水平に近い直線で表される。室内熱交換器１１ｃから流出した中温高圧の液冷媒は
、室内流量制御装置１２ｃに流入し、ここで絞られて膨張、減圧した後、室内機Ｃから流
出して第４の延長配管３４ｃを通過する。なお、室内流量制御装置１２ｃは、室内熱交換
器１１ｃから流出する中温高圧の液冷媒の過冷却度（サブクール）が５Ｋ～２０Ｋ程度に
なるように制御される。
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【００８２】
　第１の中継流量制御装置１６に流入した液冷媒は、ここで絞られて膨張、減圧する。こ
の第１の中継流量制御装置１６での冷媒の変化はエンタルピーが一定のもとで行われる。
このときの冷媒変化は、図９の点（ｉ）から点（ｊ）に示す垂直線で表される。
【００８３】
　第１の中継流量制御装置１６から流出した冷媒は、２つに分岐され、一方は、室内機Ｃ
から流出して第４の延長配管３４ｃを通った冷媒と合流し、第４の延長配管３４ｂを通っ
て冷房を行っている室内機Ｂに流入する。他方は第２の中継流量制御装置１７に流入し、
ここで絞られて膨張、減圧し、低温低圧の気液二相状態になる。この第２の中継流量制御
装置１７での冷媒の変化はエンタルピーが一定のもとで行われる。このときの冷媒変化は
、図９の点（ｊ）から点（ｆ）に示す垂直線で表される。
【００８４】
　合流して室内機Ｂに流入する冷媒は、室内機Ｃを通過する冷媒の流量と第１の中継流量
制御装置１６を通過する冷媒の流量との大小関係及び室内機Ｃの暖房負荷に応じて、液冷
媒もしくは気液二相状態の冷媒となる。
【００８５】
　室内機Ｂに流入した液冷媒もしくは気液二相冷媒は、室内流量制御装置１２ｂに流入し
、ここで絞られて膨張、減圧し、低温低圧の気液二相状態になる。この室内流量制御装置
１２ｂでの冷媒の変化はエンタルピーが一定のもとで行われ、室内流量制御装置１２ｂか
ら流出する冷媒の状態は、図９の点（ｄ）で表される。
【００８６】
　室内流量制御装置１２ｂから流出した低温低圧の気液二相状態の冷媒は、蒸発器として
機能している室内熱交換器１１ｂに流入する。
【００８７】
　室内熱交換器１１ｂに流入した冷媒は、室内空気を冷却しながら加熱され、低温低圧の
ガス冷媒となる。なお、室内流量制御装置１２ｂは、室内熱交換器１１ｂから流出する低
温低圧のガス冷媒の過熱度（スーパーヒート）が２Ｋ～５Ｋ程度になるように制御される
。室内熱交換器１１ｂでの冷媒の変化は、圧力損失を考慮すると、図９の点（ｄ）から点
（ｅ）に示すやや傾いた水平に近い直線で表される。室内熱交換器１１ｂを流出した低温
低圧のガス冷媒は、第３の延長配管３３ｂを通って再び中継機Ｄに流入する。
【００８８】
　再び中継機Ｄに流入した低温低圧のガス冷媒は、第２の中継開閉装置１５ｂを通過した
後、第２の中継流量制御装置１７を通過した低温低圧の二相冷媒と合流して第２の延長配
管３２を通って室外機Ａに流入する。通常は、室内機Ｂ、Ｃを通過した低温低圧のガス冷
媒の方が第２の中継流量制御装置１７を通過した低温低圧の二相冷媒と比べて流量が多く
、合流して室外機Ａに流入する冷媒は、過熱度の小さい低温低圧のガス冷媒となり、冷媒
の状態は、図９の点（ａ）となる。
【００８９】
　室外機Ａに流入した低温低圧のガス冷媒は、逆流防止装置５－２、流路切替装置２及び
アキュムレータ４を通って圧縮機１に流入し、圧縮される。
【００９０】
［全暖房通常運転］
　図１０は、本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の全暖房通常運転時の冷媒
の流れを示す図である。なお、図１０において全暖房通常運転時に冷媒が流れる部分を実
線とし、冷媒が流れない部分を破線としている。なお、図１０では室内機Ｂ、Ｃが暖房を
行っている場合を示している。
【００９１】
　図１１は、本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の全暖房通常運転時のＰ－
ｈ線図である。なお、図１１の点（ａ）～点（ｄ）は図１０の同じ記号を付した部分での
冷媒の状態を示す。
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【００９２】
　圧縮機１の運転を開始すると、室外機Ａにおいて、低温低圧のガス冷媒が圧縮機１によ
って圧縮され、高温高圧のガス冷媒となって吐出される。この圧縮機１の冷媒圧縮過程は
、圧縮機１の断熱効率の分だけ、等エントロピ線で断熱圧縮される場合と比較して加熱さ
れるように圧縮され、図１１の点（ａ）から点（ｂ）に示す線で表される。
【００９３】
　圧縮機１から吐出された高温高圧のガス冷媒は、流路切替装置２を通過した後、逆流防
止装置５－３を通過して室外機Ａから流出する。室外機Ａを流出した高温高圧のガス冷媒
は、第１の延長配管３１を通り、中継機Ｄに流入する。
【００９４】
　中継機Ｄに流入した冷媒は気液分離装置１３に流入する。気液分離装置１３は流入した
冷媒をガス冷媒と液冷媒とに分離するものであるが、流入する冷媒はガス冷媒であり、ま
た、第１の中継流量制御装置１６を閉止しているため、流入したガス冷媒は全て気相部か
ら流出する。気液分離装置１３から流出したガス冷媒は、第１の中継開閉装置１４ｂ、１
４ｃを通過して第３の延長配管３３ｂ、３３ｃを通り、暖房を行っている室内機Ｂ、Ｃに
流入する。
【００９５】
　室内機Ｂ、Ｃに流入した冷媒は、凝縮器として機能している室内熱交換器１１ｂ、１１
ｃに流入し、室内空気を加熱しながら冷却され、中温高圧の液冷媒となる。室内熱交換器
１１ｂ、１１ｃでの冷媒の変化は、圧力損失を考慮すると、図１１の点（ｂ）から点（ｃ
）に示すやや傾いた水平に近い直線で表される。
【００９６】
　室内熱交換器１１ｂ、１１ｃから流出した中温高圧の液冷媒は、室内流量制御装置１２
ｂ、１２ｃに流入し、ここで絞られて膨張、減圧される。この室内流量制御装置１２ｂ、
１２ｃでの冷媒の変化はエンタルピーが一定のもとで行われる。なお、室内流量制御装置
１２ｂ、１２ｃは、中温高圧の液冷媒の過冷却度（サブクール）が５Ｋ～２０Ｋ程度にな
るように制御される。
【００９７】
　室内流量制御装置１２ｂ、１２ｃから流出した冷媒は、第４の延長配管３４ｂ、３４ｃ
を通って再び中継機Ｄに流入する。
【００９８】
　再び中継機Ｄに流入した冷媒は、全開状態の第２の中継流量制御装置１７を通過した後
、第２の延長配管３２を通って室外機Ａに流入する。
【００９９】
　室外機Ａに流入した冷媒は、逆流防止装置５－４を通過して、第２の接続配管３８－１
、３８－２に流入する。第２の接続配管３８－１、３８－２に流入した冷媒は、流量制御
装置７－１、７－２によって絞られて膨張、減圧し、低圧の気液二相状態になる。流量制
御装置７－１、７－２での冷媒の変化はエンタルピーが一定のもとで行われる。室内熱交
換器１１ｂ、１１ｃから流量制御装置７－１、７－２を通過するまでの冷媒の変化はエン
タルピーが一定のもとで行われているので、冷媒の変化は図１１の点（ｃ）から点（ｄ）
となる。
【０１００】
　なお、流量制御装置７－１、７－２は、一定開度、例えば全開の状態で固定されるか、
冷媒圧力センサー９１で検知される第２の延長配管３２などの中間圧の飽和温度が０℃～
２０℃程度になるように制御してもよい。第２の延長配管３２などの中間圧の飽和温度を
制御することで、配管表面での結露や氷結を防ぐことができる。
【０１０１】
　流量制御装置７－１、７－２から流出した冷媒は、並列熱交換器３－１、３－２に流入
し、室外空気を冷却しながら加熱され、低温低圧のガス冷媒となる。並列熱交換器３－１
、３－２での冷媒変化は、圧力損失を考慮すると、図１１の点（ｄ）から点（ａ）に示す
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やや傾いた水平に近い直線で表される。
【０１０２】
　並列熱交換器３－１、３－２から流出した低温低圧のガス冷媒は、第１の接続配管３７
－１、３７－２に流入し、第１の開閉装置６－１、６－２を通った後、合流し、流路切替
装置２、アキュムレータ４を通過して圧縮機１に流入し、圧縮される。
【０１０３】
［暖房主体通常運転］
　図１２は、本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の暖房主体通常運転時の冷
媒の流れを示す図である。なお、図１２において暖房主体通常運転時に冷媒が流れる部分
を実線とし、冷媒が流れない部分を破線としている。なお、図１２では室内機Ｂが冷房、
室内機Ｃが暖房となっている場合を示している。室内機Ｂが暖房、室内機Ｃが冷房を行う
場合は、室内流量制御装置１２ｂ、１２ｃ、第１の中継開閉装置１４ｂ、１４ｃ、第２の
中継開閉装置１５ｂ、１５ｃの開閉状態が逆転し、室内機Ｂと室内機Ｃの冷媒の流れが入
れ替わるだけで、その他の動作は同じとなる。
【０１０４】
　図１３は、本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の暖房主体通常運転時のＰ
－ｈ線図である。なお、図１３の点（ａ）～点（ｈ）は図１２の同じ記号を付した部分で
の冷媒の状態を示す。
【０１０５】
　圧縮機１の運転を開始すると、室外機Ａにおいて、低温低圧のガス冷媒が圧縮機１によ
って圧縮され、高温高圧のガス冷媒となって吐出される。この圧縮機１の冷媒圧縮過程は
、圧縮機１の断熱効率の分だけ、等エントロピ線で断熱圧縮される場合と比較して加熱さ
れるように圧縮され、図１３の点（ａ）から点（ｂ）に示す線で表される。
【０１０６】
　圧縮機１から吐出された高温高圧のガス冷媒は、流路切替装置２を通過した後、逆流防
止装置５－３を通過して室外機Ａから流出する。室外機Ａを流出した高温高圧のガス冷媒
は、第１の延長配管３１を通り、中継機Ｄに流入する。
【０１０７】
　中継機Ｄに流入した冷媒は気液分離装置１３に流入する。気液分離装置１３は流入した
冷媒をガス冷媒と液冷媒とに分離するものであるが、流入する冷媒はガス冷媒であり、ま
た、第１の中継流量制御装置１６を閉止しているため、流入したガス冷媒は全て気相部か
ら流出する。
【０１０８】
　気液分離装置１３から流出したガス冷媒は、第１の中継開閉装置１４ｃを通過して第３
の延長配管３３ｃを通り、暖房を行っている室内機Ｃに流入する。
【０１０９】
　室内機Ｃに流入した冷媒は、凝縮器として機能している室内熱交換器１１ｃに流入し、
室内空気を加熱しながら冷却され、中温高圧の液冷媒となる。室内熱交換器１１ｃでの冷
媒の変化は、圧力損失を考慮すると、図１３の点（ｂ）から点（ｃ）に示すやや傾いた水
平に近い直線で表される。
【０１１０】
　室内熱交換器１１ｃから流出した中温高圧の液冷媒は、室内流量制御装置１２ｃに流入
し、ここで絞られて膨張、減圧される。この室内流量制御装置１２ｃでの冷媒の変化はエ
ンタルピーが一定のもとで行われる。なお、室内流量制御装置１２ｃは、中温高圧の液冷
媒の過冷却度（サブクール）が５Ｋ～２０Ｋ程度になるように制御される。
【０１１１】
　室内流量制御装置１２ｃから流出した冷媒は、第４の延長配管３４ｃを通って２つに分
岐され、一方は再び中継機Ｄに流入し、他方は第４の延長配管３４ｂを通って冷房を行っ
ている室内機Ｂに流入する。
【０１１２】
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　再び中継機Ｄに流入した冷媒は、第２の中継流量制御装置１７を通過して中間圧に減圧
された後、第２の延長配管３２を通って室外機Ａに流入する。このとき、第２の中継流量
制御装置１７での冷媒の変化はエンタルピーが一定のもとで行われる。室内熱交換器１１
ｃから第２の中継流量制御装置１７を通過するまでの冷媒の変化はエンタルピーが一定の
もとで行われているので、冷媒の変化は図１３の点（ｃ）から点（ｅ）となる。なお、第
２の中継流量制御装置１７は、通過する冷媒流量や前後の圧力差などを調整するように制
御される。
【０１１３】
　室内機Ｂに流入した冷媒は、室内流量制御装置１２ｂに流入し、ここで絞られて膨張、
減圧し、中温中間圧の気液二相状態になる。この室内流量制御装置１２ｂでの冷媒の変化
はエンタルピーが一定のもとで行われる。室内熱交換器１１ｃから室内流量制御装置１２
ｂを通過するまでの冷媒の変化はエンタルピーが一定のもとで行われているので、冷媒の
変化は図１３の点（ｃ）から点（ｆ）となる。
【０１１４】
　室内流量制御装置１２ｂから流出した中温中間圧の気液二相状態の冷媒は、蒸発器とし
て機能している室内熱交換器１１ｂに流入する。室内熱交換器１１ｂに流入した冷媒は、
室内空気を冷却しながら加熱され、中温中間圧のガス冷媒となる。なお、室内流量制御装
置１２ｂは、室内熱交換器１１ｂから流出する中温中間圧のガス冷媒の過熱度（スーパー
ヒート）が２Ｋ～５Ｋ程度になるように制御される。室内熱交換器１１ｂでの冷媒の変化
は、圧力損失を考慮すると、図１３の点（ｆ）から点（ｇ）に示すやや傾いた水平に近い
直線で表される。
【０１１５】
　室内熱交換器１１ｂを流出した中温中間圧のガス冷媒は、第３の延長配管３３ｂを通っ
て再び中継機Ｄに流入する。
【０１１６】
　室内機Ｂを経由して再び中継機Ｄに流入した中温中間圧のガス冷媒は、第２の中継開閉
装置１５ｂを通過した後、第２の中継流量制御装置１７を通過した冷媒と合流して第２の
延長配管３２を通って室外機Ａに流入する。合流して室外機Ａに流入する冷媒は、室内機
Ｂ、Ｃの運転負荷に応じて、中温中間圧の液冷媒、もしくは気液二相冷媒となり、図１３
の点（ｈ）となる。
【０１１７】
　室外機Ａに流入した冷媒は、逆流防止装置５－４を通過して、第２の接続配管３８－１
、３８－２に流入する。第２の接続配管３８－１、３８－２に流入した冷媒は、流量制御
装置７－１、７－２によって絞られて膨張、減圧し、低圧の気液二相状態になる。この流
量制御装置７－１、７－２での冷媒の変化はエンタルピーが一定のもとで行われる。この
ときの冷媒の変化は、図１３の点（ｈ）から点（ｄ）となる。
【０１１８】
　ここで、冷媒圧力センサー９１の検知圧力は、蒸発器として機能している室内熱交換器
１１ｂの冷媒の圧力であり、この検知圧力の飽和換算温度は、室内熱交換器１１ｂの冷媒
温度に相当する。流量制御装置７－１、７－２は、蒸発器として機能している室内熱交換
器１１ｂの冷媒温度が、冷房を行っている室内機Ｂの設定温度等に応じた目標温度となる
ように制御される。具体的な制御としては、流量制御装置７－１、７－２は、冷媒圧力セ
ンサー９１の検知圧力が、冷房を行っている室内機Ｂの設定温度等に応じた目標圧力とな
るように制御される。
【０１１９】
　冷房を行う室内熱交換器１１ｂの圧力を制御することで、室内熱交換器１１ｂの冷媒の
飽和温度を調整できるため、室内熱交換器１１ｂの冷媒と熱交換して冷却される空気の温
度を調整することができる。このように室内熱交換器１１ｂの圧力を制御することで、冷
房を行っている室内機Ｂにおいて、室内の設定温度及び冷房負荷に合わせた運転が可能と
なり、室内の快適性を向上することができる。
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【０１２０】
　室内熱交換器１１ｂの冷媒圧力の目標圧力は、飽和温度換算で０℃以上かつ設定温度以
下の温度となるようにする。つまり、室内熱交換器１１ｂの冷媒温度を０℃以上とするこ
とで、蒸発器として機能している室内熱交換器１１ｂでの着霜、凍結を防止することがで
きる。また、室内熱交換器１１ｂの冷媒温度を設定温度以下とすることで、室内温度を設
定温度にすることができ、室内の快適性を向上することができる。
【０１２１】
　流量制御装置７－１、７－２から流出した冷媒は、並列熱交換器３－１、３－２に流入
し、室外空気を冷却しながら加熱され、低温低圧のガス冷媒となる。並列熱交換器３－１
、３－２での冷媒変化は、圧力損失を考慮すると、図１３の点（ｄ）から点（ａ）に示す
やや傾いた水平に近い直線で表される。
【０１２２】
　並列熱交換器３－１、３－２から流出した低温低圧のガス冷媒は、第１の接続配管３７
－１、３７－２に流入し、第１の開閉装置６－１、６－２を通った後、合流し、流路切替
装置２、アキュムレータ４を通過して圧縮機１に流入し、圧縮される。
【０１２３】
［全暖房デフロスト運転］
　全暖房デフロスト運転は、全暖房通常運転中に、室外熱交換器３に着霜した場合に行わ
れる。もしくは、暖房主体デフロスト運転中に冷房を行う室内機が停止し、運転中の室内
機が全て暖房になった場合も全暖房デフロスト運転となる。
【０１２４】
　着霜の有無の判定は、例えば圧縮機１の吸入圧力から換算される飽和温度が、予め設定
した外気温度と比較して大幅に低下した場合に着霜を判定する。また例えば、外気温度と
吸入圧力から換算される飽和温度との温度差が予め設定した値以上となり、経過時間が一
定時間以上になった場合に着霜を判定する、などの方法によって行われる。
【０１２５】
　本実施の形態１に係る空気調和装置１００の構成では、全暖房デフロスト運転において
、並列熱交換器３－２のデフロストを行い、並列熱交換器３－１が蒸発器として機能して
暖房を行う場合の運転がある。またその逆に、並列熱交換器３－２が蒸発器として機能し
て暖房を継続し、並列熱交換器３－１のデフロストを行う場合の運転がある。
【０１２６】
　これらの運転では、第１の開閉装置６－１、６－２、第２の開閉装置９－１、９－２、
流量制御装置７－１、７－２の開閉状態が逆転し、並列熱交換器３－１と並列熱交換器３
－２の冷媒の流れが入れ替わるだけで、その他の動作は同じとなる。よって、以下の説明
では、並列熱交換器３－２がデフロストを行い、並列熱交換器３－１が蒸発器として機能
して暖房を継続する場合について説明する。以降の実施の形態の説明についても同様であ
る。
【０１２７】
　図１４は、本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の並列熱交換器３－２のデ
フロストを行う全暖房デフロスト運転時の冷媒の流れを示す図である。なお、図１４にお
いて全暖房デフロスト運転時に冷媒が流れる部分を実線とし、冷媒が流れない部分を破線
としている。
【０１２８】
　図１５は、本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の全暖房デフロスト運転時
のＰ－ｈ線図である。なお、図１５の点（ａ）～点（ｅ）、点（ｋ）、点（ｌ）は、図１
４の同じ記号を付した部分での冷媒の状態を示す。
【０１２９】
　制御装置９０は、図１０に示した全暖房通常運転を行っている際に着霜状態を解消する
デフロストが必要と検知した場合、デフロスト対象の並列熱交換器３－２に対応する第１
の開閉装置６－２を閉止し、流量制御装置７－２を閉止する。更に、第２の開閉装置９－
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２を開き、第１の絞り装置８の開度を予め設定した初期開度に開き、第２の絞り装置１０
の開度を予め設定した初期開度に開く。また、蒸発器として機能する並列熱交換器３－１
に対応する第１の開閉装置６－１は開き、第２の開閉装置９－１は閉止する。
【０１３０】
　これによって、デフロスト回路が開かれ、圧縮機１から吐出された冷媒の一部がデフロ
スト回路に流入する。すなわち、圧縮機１-->第１の絞り装置８-->第２の開閉装置９－２
-->並列熱交換器３－２-->第２の絞り装置１０の順に順次接続したデフロスト回路が開か
れて全暖房デフロスト運転が開始される。
【０１３１】
　全暖房デフロスト運転が開始されると、圧縮機１から吐出された高温高圧のガス冷媒の
一部は、第１のデフロスト配管３９に流入し、第１の絞り装置８で中圧まで減圧される。
このときの冷媒の変化は図１５中の点（ｂ）から点（ｋ）で表される。
【０１３２】
　そして、中圧（点（ｋ））まで減圧された冷媒は、第２の開閉装置９－２を通り、並列
熱交換器３－２に流入する。並列熱交換器３－２に流入した冷媒は、並列熱交換器３－２
に付着した霜と熱交換することによって冷却される。
【０１３３】
　このように、圧縮機１から吐出された高温高圧のガス冷媒を並列熱交換器３－２に流入
させることで、並列熱交換器３－２に付着した霜を融かすことができる。このときの冷媒
の変化は図１５中の点（ｋ）から点（ｌ）の変化で表される。この冷媒状態の変化から分
かるように、デフロスト対象の並列熱交換器３－２では、冷媒の温度変化を伴わない潜熱
を利用してデフロストが行われる。
【０１３４】
　なお、デフロストを行う冷媒は、霜の温度（０℃）以上の０℃～１０℃程度の飽和温度
になっている。
【０１３５】
　デフロストを行い、並列熱交換器３－２から流出した冷媒は、第２のデフロスト配管４
０に流入し、第２の絞り装置１０で低圧まで減圧され、主回路に合流する。合流した冷媒
は、蒸発器として機能している並列熱交換器３－１に流入し、蒸発する。
【０１３６】
　ここで、全暖房デフロスト運転中の第１の絞り装置８、第２の絞り装置１０の動作の一
例について説明する。
【０１３７】
　全暖房デフロスト運転中、制御装置９０は、第２の絞り装置１０の開度を、デフロスト
対象の並列熱交換器３－２の冷媒の圧力が、飽和温度換算で０℃～１０℃程度となるよう
に制御する。また、全暖房デフロスト運転中は、圧縮機１の吐出圧力とデフロスト対象の
並列熱交換器３－２の圧力との差は大きく変化しないため、第１の絞り装置８の開度は、
事前に設計した必要なデフロスト流量に合わせて、開度を固定したままにする。
【０１３８】
　本実施の形態１は、デフロスト対象の並列熱交換器３－２の冷媒温度（飽和温度）が０
℃～１０℃程度となるように第２の絞り装置１０の開度を制御しているが、この制御を行
わない場合、以下の問題が生じる。すなわち、デフロスト対象の並列熱交換器３－２の冷
媒温度が０℃未満となる場合は、冷媒の温度が霜の温度（０℃）よりも低いため、冷媒は
凝縮せず、熱量の小さい顕熱のみを利用してデフロストを行うことになる。この場合、霜
を加熱するための加熱能力を確保するためには並列熱交換器３－２に流入させる冷媒流量
を多くする必要がある。しかし、並列熱交換器３－２に流入させる冷媒流量を多くすると
、その分、暖房に利用する冷媒流量が少なくなるため、暖房能力が低下し、室内の快適性
が低下する。
【０１３９】
　一方、デフロスト対象の並列熱交換器３－２の冷媒温度が１０℃よりも高い場合は、霜
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の温度（０℃）との温度差が大きく、並列熱交換器３－２に流入した冷媒はすぐに液化す
るため、並列熱交換器３－２の内部に存在する液冷媒量が多くなる。この場合も、暖房に
利用する冷媒量が不足するため、暖房能力が低下し、室内の快適性が低下する。
【０１４０】
　以上より、本実施の形態１では、並列熱交換器３－２の冷媒温度が０℃～１０℃程度と
なるように第２の絞り装置１０の開度を制御するため、デフロストに熱量の大きい潜熱を
利用しながら、暖房に十分な冷媒を供給することができる。よって、暖房能力を確保し、
室内の快適性を向上することができる。
【０１４１】
　なお、デフロストを行う冷媒から放出された熱は、並列熱交換器３－２に付着した霜に
移動するだけでなく、一部は室外空気に放熱される場合がある。このため、制御装置９０
は、外気温度が低下するにしたがってデフロストに用いる冷媒流量が増加するように第１
の絞り装置８及び第２の絞り装置１０の開度を制御するようにしても良い。これによって
、外気温度にかかわらず、霜に与える熱量を一定にし、デフロストにかかる時間を一定に
することができる。
【０１４２】
　また、制御装置９０は、着霜の有無を判定する際に用いる飽和温度の閾値及び通常運転
の時間等を外気温度に応じて変更してもよい。例えば、外気温度が低下するにつれて暖房
運転の継続時間を短くしてもよい。暖房運転の継続時間を短くすると、デフロスト開始時
の着霜量が減る。ここで、デフロスト中に冷媒がデフロストにかける熱量を外気温度によ
らず一定とした場合、外気温度が低下するにつれ、除去できる霜の量が減る。このため、
外気温度によらず一定の熱量で暖房運転中に付着した霜を除去するには、外気温度が低下
するにつれて暖房運転の継続時間を短くし、デフロスト開始時の着霜量を減らせばよい。
【０１４３】
　逆に言えば、外気温度が低下するにつれて暖房運転の継続時間を短くすることで、デフ
ロスト中に冷媒がデフロストにかける熱量を外気温度によらず一定とすることができる。
デフロスト中に冷媒がデフロストにかける熱量が外気温度によらず一定の場合、第１の絞
り装置８の構造を簡単化できる。すなわち、第１の絞り装置８の抵抗を一定にすることが
できるため、第１の絞り装置８に安価な毛細管を用いることが可能となる。着霜の有無を
判定する際に用いる飽和温度の閾値及び通常運転の時間等を外気温度に応じて変更しても
よい点は、後述の暖房主体デフロスト運転でも同様である。
【０１４４】
　また、本実施の形態１のように、並列熱交換器３－１、３－２が一体型で、室外ファン
３ｆからの室外空気がデフロスト対象の並列熱交換器にも搬送される構成の場合、冷媒か
ら室外空気に放熱される放熱量を減らすために、外気温度に応じてファン出力を変更して
もよい。具体的には、外気温度が低くなるにつれてファン出力を低下させるようにしても
よい。ファン出力を低下させてデフロスト対象の並列熱交換器３－２における室外空気へ
の放熱量を減らすことで、デフロストを早く終了することができる。また、放熱量が減っ
た分だけデフロストの加熱能力を下げるようにすれば、その分、暖房能力を上げることが
できる。
【０１４５】
　また、制御装置９０は、外気温度に閾値温度を設け、外気温度と閾値温度との大小関係
に応じてデフロスト運転を切り替えてもよい。具体的には、外気温度が閾値温度より高い
場合には全暖房デフロスト運転を行う。一方、外気温度が閾値温度以下の場合には流路切
替装置２の接続を冷房運転時と同じ向きに切り替え、全冷房運転時における冷媒の流れと
し、いわゆるリバースデフロスト運転を行う。閾値温度は、例えば－５℃又は－１０℃な
どとされる。リバースデフロスト運転では、並列熱交換器３－１、３－２の両方がデフロ
ストされる「全面デフロスト」が行われることになる。リバースデフロスト運転では、室
内熱交換器は凝縮器として機能できないため、室内機Ｂ、Ｃでは暖房は行われない。
【０１４６】
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　外気温度－５℃又は－１０℃など、外気温度が０℃以下と低い場合は、もともと外気の
絶対湿度が低いため着霜量が少なく、着霜量が一定値になるまでの暖房通常運転の継続時
間が長くなる。このため、外気温度が０℃以下と低い場合に、リバースデフロスト運転を
行って室内機Ｂ、Ｃの暖房を停止したとしても、室内機Ｂ、Ｃの暖房が停止する時間の割
合は小さく、快適度への影響は小さい。一方、外気温度が０℃以下と低い場合に暖房デフ
ロスト運転を行うと、デフロスト対象の室外熱交換器３から外気へ放熱量が多くなる。こ
れらを考慮すると、外気温度が閾値温度より高い場合には全暖房デフロスト運転を行い、
閾値温度以下の場合にはリバースデフロスト運転とすることで、効率よくデフロストする
ことができる。
【０１４７】
［暖房主体デフロスト運転］
　暖房主体デフロスト運転は、暖房主体通常運転中に、室外熱交換器３に着霜した場合に
行われる。もしくは、全暖房デフロスト運転中に室内機の一部で冷房が開始された場合も
暖房主体デフロスト運転となる。
【０１４８】
　着霜の有無の判定は、全暖房デフロスト運転と同様である。
【０１４９】
　以下の説明では、全暖房デフロスト運転と同様に、並列熱交換器３－２がデフロストを
行い、並列熱交換器３－１が蒸発器として機能して暖房を継続するものとする。また、暖
房主体通常運転と同様に、室内機Ｂが冷房、室内機Ｃが暖房を行う場合について説明する
。
【０１５０】
　図１６は、本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の並列熱交換器３－２のデ
フロストを行う暖房主体デフロスト運転時の冷媒の流れを示す図である。なお、図１６に
おいて暖房主体デフロスト運転時に冷媒が流れる部分を実線とし、冷媒が流れない部分を
破線としている。
【０１５１】
　図１７は、本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の暖房主体デフロスト運転
時のＰ－ｈ線図である。なお、図１７の点（ａ）～点（ｈ）、点（ｋ）、点（ｌ）は、図
１６の同じ記号を付した部分での冷媒の状態を示す。
【０１５２】
　制御装置９０は、図１２に示した暖房主体通常運転を行っている際に着霜状態を解消す
るデフロストが必要と検知した場合、デフロスト対象の並列熱交換器３－２に対応する第
１の開閉装置６－２を閉止し、流量制御装置７－２を閉止する。更に、第２の開閉装置９
－２を開き、第１の絞り装置８の開度を予め設定した初期開度に開き、第２の絞り装置１
０の開度を予め設定した初期開度に開く。また、蒸発器として機能する並列熱交換器３－
１に対応する第１の開閉装置６－１は開き、第２の開閉装置９－１は閉止する。
【０１５３】
　これによって、デフロスト回路が開かれ、圧縮機１から吐出された冷媒の一部がデフロ
スト回路に流入する。すなわち、圧縮機１-->第１の絞り装置８-->第２の開閉装置９－２
-->並列熱交換器３－２-->第２の絞り装置１０の順に順次接続したデフロスト回路が開か
れて暖房主体デフロスト運転が開始される。
【０１５４】
　暖房主体デフロスト運転が開始されると、圧縮機１から吐出された高温高圧のガス冷媒
の一部は、第１のデフロスト配管３９に流入し、第１の絞り装置８で中圧まで減圧される
。このときの冷媒の変化は図１７中の点（ｂ）から点（ｋ）で表される。
【０１５５】
　そして、中圧（点（ｋ））まで減圧された冷媒は、第２の開閉装置９－２を通り、並列
熱交換器３－２に流入する。並列熱交換器３－２に流入した冷媒は、並列熱交換器３－２
に付着した霜と熱交換することによって冷却される。このときの冷媒の変化は図１７中の
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点（ｋ）から点（ｌ）の変化で表される。
【０１５６】
　なお、デフロストを行う冷媒は、霜の温度（０℃）以上の０℃～１０℃程度の飽和温度
になっている。
【０１５７】
　デフロストを行い、並列熱交換器３－２から流出した冷媒は、第２のデフロスト配管４
０に流入し、第２の絞り装置１０で低圧まで減圧され、主回路に合流する。このときの冷
媒の変化は図１７中の点（ｌ）から点（ｄ）で表される。そして、主回路に合流した冷媒
は、蒸発器として機能している並列熱交換器３－１に流入し、蒸発する。このときの冷媒
の変化は図１７中の点（ｄ）から点（ａ）で表される。
【０１５８】
　ここで、暖房主体デフロスト運転中の第１の絞り装置８、第２の絞り装置１０の動作の
一例について説明する。
【０１５９】
　暖房主体デフロスト運転中、制御装置９０は、第２の絞り装置１０の開度を、デフロス
ト対象の並列熱交換器３－２の冷媒の圧力が、飽和換算温度で０℃～１０℃程度となるよ
うに制御する。また、第１の絞り装置８の開度は、事前に設計した必要なデフロスト流量
に合わせて、開度を固定したままにする。もしくは、制御装置９０は、外気温度が低下す
るにしたがってデフロスト流量が増加するように、第１の絞り装置８、第２の絞り装置１
０を制御するようにしても良い。
【０１６０】
　次に、暖房主体デフロスト運転中の流量制御装置７－１の動作の一例について説明する
。
【０１６１】
　暖房主体デフロスト運転中、制御装置９０は、流量制御装置７－１の開度を、冷媒圧力
センサー９１の検知圧力、つまり蒸発器として機能している室内熱交換器１１ｂの冷媒の
圧力が、冷房を行っている室内機Ｂの設定温度等に応じた目標圧力となるように制御する
。
【０１６２】
　ここで、流量制御装置７－１と第２の絞り装置１０との位置関係と、その位置関係に基
づく効果とについて説明する。本実施の形態１では、流量制御装置７－１が第２の絞り装
置１０の出口の上流に設けられている。言い換えれば、流量制御装置７－１が、第２のデ
フロスト配管４０の出口と主回路との接続点Ｘ（図１６参照）と蒸発器として機能する室
内熱交換器１１ｂとの間に設けられている。
【０１６３】
　冷房を行う室内機Ｂでは、室内熱交換器１１ｂの冷媒圧力である「冷房を行う圧力（Ｙ
）」を、設定温度に応じた目標圧力に制御することが求められる。しかし、流量制御装置
７－１を第２の絞り装置１０の出口の下流に設けた場合、「冷房を行う圧力（Ｙ）」に制
限がかかるため、目標圧力にできない場合がある。一方、本実施の形態１のように流量制
御装置７－１を第２の絞り装置１０の出口の上流に設けた場合、この制限が無くなり、目
標圧力に制御できる。以下、この点について図１８を用いて説明する。
【０１６４】
　図１８は、本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の並列熱交換器３－２でデ
フロストを行う冷媒の圧力と、蒸発器として機能している室内熱交換器１１ｂで冷房を行
う冷媒の圧力と、並列熱交換器３－１で室外空気から吸熱を行う冷媒の圧力と、の大小関
係の説明図である。図１８において、流量制御装置７－１と第２の絞り装置１０との位置
関係を模式的に示している。縦軸が圧力となっている。図１８（ａ）は、流量制御装置７
－１が第２の絞り装置１０の出口の下流に設けられた場合、図１８（ｂ）は、流量制御装
置７－１が第２の絞り装置１０の出口の上流に設けられた場合を示している。なお、本実
施の形態１は、図１８（ｂ）の流量制御装置７－１が第２の絞り装置１０の出口の上流に
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設けられた場合に相当する。
【０１６５】
　図１８（ａ）に示すように、流量制御装置７－１が第２の絞り装置１０の下流に設けら
れた場合、デフロストを行った冷媒は、「デフロストを行う圧力（Ｘ）」から第２の絞り
装置１０で減圧される。そして、第２の絞り装置１０で減圧された冷媒は、室内機Ｂで冷
房を行った冷媒と合流して、「冷房を行う圧力（Ｙ）」と同じになり、その後、流量制御
装置７－１で減圧されて「吸熱を行う圧力（Ｚ）」となる。この場合、「冷房を行う圧力
（Ｙ）」は、「デフロストを行う圧力（Ｘ）」と「吸熱を行う圧力（Ｚ）」との間の範囲
内でしか調整することができない。もしくは「デフロストを行う圧力（Ｘ）」は「冷房を
行う圧力（Ｙ）」よりも高い範囲内でしか調整することができない。言い換えれば、「冷
房を行う圧力（Ｙ）」は、「デフロストを行う圧力（Ｘ）」よりも低い範囲でしか調整で
きない。
【０１６６】
　「デフロストを行う圧力（Ｘ）」は、上述したように第２の絞り装置１０で飽和換算温
度で０℃～１０℃程度に調整される。このため、「デフロストを行う圧力（Ｘ）」よりも
低い圧力でしか調整できない「冷房を行う圧力（Ｙ）」の飽和換算温度は、「デフロスト
を行う圧力（Ｘ）」の飽和換算温度である０℃～１０℃よりも低くなる。つまり、室内熱
交換器１１ｂの冷媒の飽和温度は、０℃～１０℃よりも低くなる。このため、室内に送る
空気の温度が下がり過ぎて過度な冷感を与えたり、室内温度が設定温度よりも下がり過ぎ
たりして室内の快適性が低下する可能性がある。なお、設定温度に応じた「冷房を行う圧
力（Ｙ）」は、通常、飽和温度換算で５～２０℃程度の範囲内とされる。
【０１６７】
　また、室内熱交換器１１ｂの冷媒の飽和温度が０℃以下となり、室内機Ｂで着霜及び凍
結が生じ、室内への送風ができなくなる、熱交換器の破損が起きる、といった不都合が生
じる可能性がある。霜及び氷を融かすために室内機Ｂのデフロストを行うと、冷房を止め
なければならず、温度の高い冷媒を室内熱交換器１１ｂに流すことで室内が加熱されるた
め、室内の快適性が低下する可能性がある。更に、デフロストによって、通常の冷房時の
結露水よりも短時間で多量のデフロスト水が生じるため、ドレンパン等の排水機構の排水
能力を大きくしなければ室内側にデフロスト水が飛散、漏洩する可能性がある。
【０１６８】
　逆に、冷房する室内の快適性を優先して、「冷房を行う圧力（Ｙ）」を設定温度に応じ
た圧力に調整する場合、「デフロストを行う圧力（Ｘ）」を「冷房を行う圧力（Ｙ）」よ
りも高い圧力にする必要がある。そうすると、暖房能力が低下し、暖房している室内の快
適性が低下する。
【０１６９】
　一方、本実施の形態１のように、流量制御装置７－１が第２の絞り装置１０の上流に設
けられた場合、図１８（ｂ）のように、デフロストを行った冷媒は「デフロストを行う圧
力（Ｘ）」から第２の絞り装置１０で減圧され、「吸熱を行う圧力（Ｚ）」となる。そし
て、これとは別に、冷房を行った冷媒は「冷房を行う圧力（Ｙ）」から流量制御装置７－
１で減圧され、「吸熱を行う圧力（Ｚ）」となる。よって、「デフロストを行う圧力（Ｘ
）」と「冷房を行う圧力（Ｙ）」とを個別に調整できる。このため、「デフロストを行う
圧力（Ｘ）」を飽和温度換算で０℃～１０℃程度に調整して暖房能力を確保しつつ、「冷
房を行う圧力（Ｙ）」を飽和温度換算で０℃以上かつ設定温度以下の範囲内で調整できる
。したがって、室内機Ｂでの着霜、凍結の防止と室内温度の調整を行うことができ、全室
内の快適性を向上できる。
【０１７０】
　以上のように、本実施の形態１によれば、流量制御装置７－１を第２の絞り装置１０の
上流に設けることで、暖房、冷房の全室内の快適性を向上することができる。
【０１７１】
　また、本実施の形態１のように、並列熱交換器３－１、３－２が一体型で、デフロスト
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対象の並列熱交換器３－２にも室外ファン３ｆからの室外空気が搬送される構成の場合、
（冷房負荷）／（暖房負荷）の比に応じてファン出力を変更してもよい。
【０１７２】
　（冷房負荷）／（暖房負荷）の比が大きい場合、蒸発器として機能している室内熱交換
器１１ｂで蒸発する冷媒量が、（冷房負荷）／（暖房負荷）の比が小さい場合に比べて増
える、すなわち、室内機Ｂでの室内空気からの吸熱量が増える。このため、（冷房負荷）
／（暖房負荷）の比が大きい場合、並列熱交換器３－１での室外空気からの吸熱量を減ら
すことができる。よって、（冷房負荷）／（暖房負荷）の比が予め設定した第１設定比よ
り大きい場合には、室外ファン３ｆのファン出力を低減して、デフロスト対象の並列熱交
換器３－２での空気への放熱量を減らすことで、デフロストを早く終了することができる
。また、並列熱交換器３－２での空気への放熱量が減った分だけデフロストの加熱能力を
下げるようにすれば、その分、暖房能力を上げることができる。
【０１７３】
　また、暖房主体デフロスト運転中に、デフロスト対象の並列熱交換器３－２に流入する
冷媒の流量を、凝縮器として機能する室内熱交換器１１ｃの暖房負荷に応じて制御するよ
うにしてもよい。具体的には、暖房負荷が予め設定した設定負荷よりも小さいときには、
第１の絞り装置８の開度を大きくして並列熱交換器３－２に流入する冷媒の流量を多くす
るようにしてもよい。この場合、短時間でのデフロストを図ることができる。なお、並列
熱交換器３－２に流入する冷媒の流量を多くすることで、蒸発器として機能する並列熱交
換器３－１に流れる冷媒の流量が減ることから、主回路における吸熱量が減り、暖房能力
が低下する。しかし、ここでは暖房負荷が少ない状況であるため、暖房能力が低下しても
室内環境に影響は及ばない。
【０１７４】
　なお、暖房主体通常運転と暖房主体デフロスト運転とを切り替える際に、（冷房負荷）
／（暖房負荷）の比に応じて、流量制御装置７－１の開度を予め変更してもよい。この点
について以下に説明する。
【０１７５】
　暖房主体通常運転では、並列熱交換器３－１、３－２の両方が蒸発器として機能してお
り、逆流防止装置５－４から流出した主回路を通る冷媒は流量制御装置７－１、７－２の
両方に分岐される。一方、暖房主体デフロスト運転では、並列熱交換器３－１のみが蒸発
器として機能しており、逆流防止装置５－４から流出した主回路を通る冷媒は流量制御装
置７－１のみを通過する。暖房主体通常運転から暖房主体デフロスト運転に切り替わると
、室外熱交換器３のうち蒸発器として機能する面積が減少することで低圧が低下し、低圧
の低下により室内熱交換器１１ｂの冷媒の圧力が低下する。また、暖房主体通常運転から
暖房主体デフロスト運転に切り替わると、主回路を通る冷媒の全てが流量制御装置７－１
のみを通るように切り替わることで流量制御装置７－１の冷媒流入側の圧力が増加し、室
内熱交換器１１ｂの冷媒の圧力が上昇する。
【０１７６】
　このように、室外熱交換器３のうち蒸発器として機能する面積減に起因した室内熱交換
器１１ｂの冷媒圧力の低下要因と、流量制御装置７－１、７－２での分岐の有無に起因し
た室内熱交換器１１ｂの冷媒圧力の上昇要因との２つの要因によって、室内熱交換器１１
ｂの冷媒の圧力が急激に変動する。低下要因と上昇要因のどちらの影響が大きくなるかは
、（冷房負荷）／（暖房負荷）の比が関係する。
【０１７７】
　なお、暖房主体デフロスト運転から暖房主体通常運転に切り替わる際は、それぞれが反
対に作用する。すなわち、室外熱交換器３のうち蒸発器として機能する面積が増加するこ
とによる室内熱交換器１１ｂの冷媒の圧力上昇と、主回路を通る冷媒が流量制御装置７－
１、７－２の両方に分岐されることによる室内熱交換器１１ｂの冷媒の圧力低下との２つ
の要因によって、室内熱交換器１１ｂの冷媒の圧力が変動する。
【０１７８】
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　暖房主体通常運転において、（冷房負荷）／（暖房負荷）の比が小さい場合、室外熱交
換器３での外気からの吸熱量が、冷房を行う室内機Ｂの室内熱交換器１１ｂでの室内空気
からの吸熱量よりも多い。このため、室外熱交換器３のうち蒸発器として機能する面積が
変化することによる影響が大きい。暖房主体通常運転から暖房主体デフロスト運転に切り
替わる際には室外熱交換器３のうち蒸発器として機能する面積が減るため、室内熱交換器
１１ｂの冷媒の圧力が低下する。よって、暖房主体通常運転から暖房主体デフロスト運転
に切り替わる際に、（冷房負荷）／（暖房負荷）の比が小さい場合には、流量制御装置７
－１の開度を予め小さくしてから暖房主体デフロスト運転に切り替えることで、室内熱交
換器１１ｂの冷媒の圧力の低下を抑える。
【０１７９】
　一方、暖房主体通常運転において、（冷房負荷）／（暖房負荷）の比が大きい場合、室
外熱交換器３での外気からの吸熱量は、冷房を行う室内機Ｂの室内熱交換器１１ｂでの室
内空気からの吸熱量よりも少ない。このため、室外熱交換器３のうち蒸発器として機能す
る面積の変化による影響は小さくなる。一方、冷房を行う室内機Ｂでの室内空気からの吸
熱量増加によって主回路を通る冷媒の乾き度が増加することで、流量制御装置７－１、７
－２での分岐の有無による影響が大きくなる。このため、暖房主体通常運転から暖房主体
デフロスト運転に切り替わる際には室内熱交換器１１ｂの冷媒の圧力が上昇する。よって
、暖房主体通常運転から暖房主体デフロスト運転に切り替わる際に、（冷房負荷）／（暖
房負荷）の比が大きい場合には、流量制御装置７－１の開度を予め大きくしてから暖房主
体デフロスト運転に切り替える。これにより室内熱交換器１１ｂの冷媒の圧力の上昇を抑
える。
【０１８０】
　以上を整理すると、暖房主体通常運転から暖房主体デフロスト運転に切り替わる際には
、（冷房負荷）／（暖房負荷）の比に応じて以下のように制御する。
（１）（冷房負荷）／（暖房負荷）の比が予め設定した第２設定比より小さい場合：流量
制御装置７－１の開度を切替前に予め小さくする。
（２）（冷房負荷）／（暖房負荷）の比が予め設定した第２設定比より大きい場合：流量
制御装置７－１の開度を切替前に予め大きくする。
【０１８１】
　反対に暖房主体デフロスト運転から暖房主体通常運転に切り替わる際には、（冷房負荷
）／（暖房負荷）の比に応じて以下のように制御する。
（３）（冷房負荷）／（暖房負荷）の比が予め設定した第２設定比より小さい場合：流量
制御装置７－１の開度を切替前に予め大きくする。
（４）（冷房負荷）／（暖房負荷）の比が予め設定した第２設定比より大きい場合：流量
制御装置７－１の開度を切替前に予め小さくする。
【０１８２】
　以上の流量制御装置７－１の開度制御を行うことで、運転モードの切り替えによる室内
熱交換器１１ｂの冷媒の急激な圧力変動を抑え、室内の快適性を向上することができる。
なお、上記（１）～（４）において、流量制御装置７－１の開度を切替前に予め大きくす
る又は小さくする、の制御は、切替前の開度に比べて大きく又は小さくする、の意味であ
る。切替前の流量制御装置７－１の開度は、上述したように冷房中の室内機Ｂの設定温度
に応じて制御されている。
【０１８３】
　以上説明したように、本実施の形態１によれば、冷房と暖房を同時に行う冷暖同時運転
において暖房を停止させずにデフロストを行うことができる。また、第２の絞り装置１０
と第３の絞り装置１９とをそれぞれ個別に制御するようにしたので、冷房及び暖房の両方
の室内の快適性を向上することができる。
【０１８４】
実施の形態２．
　図１９は、本発明の実施の形態２に係る空気調和装置１０１の冷媒回路構成を示す冷媒
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回路図である。
【０１８５】
　以下、空気調和装置１０１が実施の形態１と異なる部分を中心に説明する。
【０１８６】
　本実施の形態２に係る空気調和装置１０１は、実施の形態１の空気調和装置１００の構
成から冷媒圧力センサー９１が削除され、各室内の温度を測定する温度センサー９２ｂ、
９２ｃが追加された構成を有する。
【０１８７】
　温度センサー９２ｂ、９２ｃは、室内熱交換器１１ｂ、１１ｃに流入する空気の温度を
検知する。温度センサー９２ｂ、９２ｃは冷却対象の温度を検知できればよい。冷却対象
の温度としては、室内空気の温度以外にも例えば、室内機Ｂ、Ｃの運転開始及び停止、設
定温度の変更等を行うリモコン等のコントローラの周囲温度、室内の床、壁などの表面温
度などを検知するようにしてもよい。
【０１８８】
　なお、本実施の形態２における温度センサー９２ｂ、９２ｃは、本発明の「温度検知装
置」に相当する。
【０１８９】
［暖房主体通常運転］
　本実施の形態２における暖房主体通常運転時について、実施の形態１と異なる部分につ
いて説明する。ここでは、室内機Ｂが冷房、室内機Ｃが暖房を行う場合について説明する
。
【０１９０】
　流量制御装置７－１、７－２の開度は、冷房を行う室内機Ｂの温度センサー９２ｂによ
って検知される室内温度を、設定温度に調整するように、制御装置９０によって制御され
る。
【０１９１】
　制御装置９０は、温度センサー９２ｂによって検知される室内温度が設定温度よりも高
い場合、流量制御装置７－１、７－２の開度を大きくする。これにより、室内熱交換器１
１ｂの冷媒の圧力を下げて並列熱交換器３－１、３－２の冷媒の圧力に近づけることで、
室内熱交換器１１ｂの冷媒の飽和温度を低くする。その結果、室内熱交換器１１ｂで冷却
されて室内に送られる空気の温度が下がり、室内温度を設定温度に近づけることができる
。温度センサー９２ｂによって検知される室内温度が設定温度よりも低い場合、流量制御
装置７－１、７－２の開度を小さくし、室内熱交換器１１ｂの冷媒の圧力を上げて室内熱
交換器１１ｂの冷媒の飽和温度を高くする。これにより、室内に送られる空気の温度を高
くして室内温度を設定温度に近づける。
【０１９２】
　また、制御装置９０は、温度センサー９２ｂによって検知される室内温度と設定温度の
温度差が設定値よりも大きい場合、流量制御装置７－１、７－２の開度の変化幅を大きく
する。これにより、室内熱交換器１１ｂの冷媒の飽和温度を大きく変化させることができ
、室内温度を設定温度に早く近づけることができる。温度センサー９２ｂによって検知さ
れる室内温度と設定温度の温度差が設定値よりも小さい場合、流量制御装置７－１、７－
２の開度の変化幅を小さくする。これにより、室内熱交換器１１ｂの冷媒の飽和温度の変
化を小さくすることができ、室内温度が設定温度との温度差以上に変化することを防ぐこ
とができる。
【０１９３】
　室内機Ｂが暖房、室内機Ｃが冷房を行う場合は、温度センサー９２ｂの代わりに温度セ
ンサー９２ｃによって検知される室内温度を使用する。
【０１９４】
［暖房主体デフロスト運転］
　次に、本実施の形態２における暖房主体デフロスト運転について、実施の形態１と異な
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る部分を説明する。ここでは、並列熱交換器３－２がデフロストを行い、並列熱交換器３
－１が蒸発器として機能し、室内機Ｂが冷房、室内機Ｃが暖房を行う場合について説明す
る。
【０１９５】
　流量制御装置７－１の開度は、冷房を行う室内機Ｂの温度センサー９２ｂによって検知
される室内温度を、設定温度に調整するように、制御装置９０によって制御される。
【０１９６】
　制御装置９０は、温度センサー９２ｂによって検知される室内温度が設定温度よりも高
い場合、流量制御装置７－１の開度を大きくする。これにより、室内熱交換器１１ｂの冷
媒の圧力を下げて並列熱交換器３－１の冷媒の圧力に近づけることで、室内熱交換器１１
ｂの冷媒の飽和温度を低くする。その結果、室内熱交換器１１ｂで冷却されて室内に送ら
れる空気の温度が低がり、室内温度を設定温度に近づけることができる。温度センサー９
２ｂによって検知される室内温度が設定温度よりも低い場合、流量制御装置７－１の開度
を小さくし、室内熱交換器１１ｂの冷媒の圧力を上げて室内熱交換器１１ｂの冷媒の飽和
温度を高くする。これにより、室内に送られる空気の温度を高くして室内温度が設定温度
よりも低くなることを防ぐ。
【０１９７】
　また、制御装置９０は、温度センサー９２ｂによって検知される室内温度と設定温度の
温度差が設定値よりも大きい場合、流量制御装置７－１の開度の変化幅を大きくする。こ
れにより、室内熱交換器１１ｂの冷媒の飽和温度を大きく変化させることができ、室内温
度を設定温度に早く近づけることができる。温度センサー９２ｂによって検知される室内
温度と設定温度の温度差が設定値よりも小さい場合、流量制御装置７－１の開度の変化幅
を小さくする。これにより、室内熱交換器１１ｂの冷媒の飽和温度の変化を小さくするこ
とができ、室内温度が設定温度との温度差以上に変化することを防ぐことができる。
【０１９８】
　室内機Ｂが暖房、室内機Ｃが冷房を行う場合は、温度センサー９２ｂの代わりに温度セ
ンサー９２ｃによって検知される室内温度を使用する。
【０１９９】
　以上説明したように、本実施の形態２によれば、暖房主体通常運転と暖房主体デフロス
ト運転時には、流量制御装置７－１、７－２のどちらか一方もしくは両方の開度が以下の
ように制御される。すなわち、温度センサー９２ｂ、９２ｃのうち冷房を行う室内に設け
られた温度センサーによって検知される室内温度を、その室内の設定温度に調整するよう
に、流量制御装置７－１、７－２が制御装置９０によって制御される。これにより、冷房
の室内温度を設定温度に調整し、室内の快適性を向上することができる。
【０２００】
実施の形態３．
　図２０は、本発明の実施の形態３に係る空気調和装置１０２の冷媒回路構成を示す冷媒
回路図である。
【０２０１】
　以下、空気調和装置１０２が実施の形態１と異なる部分を中心に説明する。
【０２０２】
　本実施の形態３に係る空気調和装置１０２は、実施の形態１の空気調和装置１００の構
成において流量制御装置７－１、７－２の代わりに第３の開閉装置１８－１、１８－２が
設けられている。更に、第３の開閉装置１８－１、１８－２と逆流防止装置５－４の間か
つ第３の開閉装置１８－１、１８－２と冷媒圧力センサー９１の間に第３の絞り装置１９
が追加されている。
【０２０３】
　なお、本実施の形態３における第３の開閉装置１８－１、１８－２は、本発明の「第２
の流路切替装置」に相当し、第３の絞り装置１９は、本発明の「第３の絞り装置」に相当
する。
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【０２０４】
　本実施の形態３における全冷房運転、冷房主体運転の両方の運転モードでは、第３の開
閉装置１８－１、１８－２は開、第３の絞り装置１９は全開とする。これにより、並列熱
交換器３－１、３－２から流出した冷媒は、第３の開閉装置１８－１、１８－２を通過し
て合流した後、第３の絞り装置１９を通過して逆流防止装置５－１に流入する。第３の絞
り装置１９は全開状態のため、冷媒の減圧、膨張はほぼない。
【０２０５】
　本実施の形態３における全暖房通常運転では、第３の開閉装置１８－１、１８－２は開
、第３の絞り装置１９は一定開度とする。これにより、逆流防止装置５－４から流出した
冷媒は、第３の絞り装置１９によって絞られて膨張、減圧し、低圧となった後、２つに分
岐されて、第３の開閉装置１８－１、１８－２に流入する。
【０２０６】
　なお、第３の絞り装置１９は一定開度、例えば全開の状態で固定されるか、冷媒圧力セ
ンサー９１で検知される第２の延長配管３２などの中間圧の飽和温度が０℃～２０℃程度
になるように制御してもよい。第２の延長配管３２などの中間圧の飽和温度を制御するこ
とで、配管表面での結露や氷結を防ぐことができる。
【０２０７】
　次に本実施の形態３における暖房主体通常運転時について、実施の形態１と異なる部分
について説明する。ここでは、室内機Ｂが冷房、室内機Ｃが暖房を行う場合について説明
する。
【０２０８】
　第３の開閉装置１８－１、１８－２は開、第３の絞り装置１９は開状態とし、逆流防止
装置５－４から流出した冷媒は、第３の絞り装置１９によって絞られて膨張、減圧し、低
圧となった後２つに分岐されて、第３の開閉装置１８－１、１８－２に流入する。
【０２０９】
　第３の絞り装置１９の開度は、冷媒圧力センサー９１によって検知される蒸発器として
機能している室内熱交換器１１ｂの冷媒の圧力を、設定温度等に応じた目標圧力にするよ
うに、制御装置９０によって制御される。これによって、冷房を行う室内熱交換器１１ｂ
の冷媒の飽和温度を調整でき、室内熱交換器１１ｂで冷却されて室内に送られる空気の温
度を調整することができる。このため、室内の設定温度や負荷に合わせた運転が可能とな
り、室内の快適性を向上することができる。
【０２１０】
　次に、本実施の形態３における暖房主体デフロスト運転時について、実施の形態１と異
なる部分について説明する。ここでは、並列熱交換器３－２がデフロストを行い、並列熱
交換器３－１が蒸発器として機能し、室内機Ｂが冷房、室内機Ｃが暖房を行う場合につい
て説明する。
【０２１１】
　第３の開閉装置１８－１は開、第３の絞り装置１９は開状態とし、逆流防止装置５－４
から流出した冷媒は、第３の絞り装置１９によって絞られて膨張、減圧し、低圧となった
後第３の開閉装置１８－１にのみ流入する。第３の開閉装置１８－２は閉とし、逆流防止
装置５－４からデフロスト対象の並列熱交換器３－２への冷媒の流れを止める。
【０２１２】
　第３の絞り装置１９の開度は、冷媒圧力センサー９１によって検知される蒸発器として
機能している室内熱交換器１１ｂの冷媒の圧力を、設定温度等に応じた目標圧力にするよ
うに、制御装置９０によって制御される。これによって、冷房を行う室内熱交換器１１ｂ
の冷媒の飽和温度を調整でき、室内熱交換器１１ｂで冷却されて室内に送られる空気の温
度を調整することができるため、室内の設定温度や負荷に合わせた運転が可能となり、室
内の快適性を向上することができる。
【０２１３】
　なお、本実施の形態３における暖房主体デフロスト運転時には、並列熱交換器３－１、
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３－２のどちらをデフロストする場合においても、第３の絞り装置１９の開度の制御によ
って、蒸発器として機能している室内熱交換器１１ｂの冷媒の圧力を調整する。
【０２１４】
　以上説明したように、本実施の形態３によれば、暖房主体通常運転と暖房主体デフロス
ト運転時に、室内熱交換器１１ｂ、１１ｃのうち蒸発器として機能している方の冷媒の圧
力を第３の絞り装置１９のみで制御する。このため、冷媒流量及び圧力を調整するために
用いる、開度制御可能なバルブの数を減らすことができる。具体的には、図１９に示した
実施の形態２では流量制御装置７－１、７－２、第２の絞り装置１０の３つ必要であった
のに対し、図２０に示した本実施の形態３では第２の絞り装置１０、第３の絞り装置１９
の２つに減らすことができる。
【０２１５】
　なお、開度制御可能なバルブの数が減る一方で、開閉装置の数は２つに増えているが、
開閉装置は開度制御可能なバルブよりも低価格であることが多い。このため、開閉装置の
数が増えても、開度制御可能なバルブの数が減ることで、コストを下げる効果を期待でき
、また、制御を簡略化することができる。
【０２１６】
　また、第３の絞り装置１９を第２の絞り装置１０の上流に設けたため、図１８で説明し
たように、デフロストを行う並列熱交換器３－１もしくは３－２の圧力と、冷房を行う室
内熱交換器１１ｂもしくは１１ｃの圧力とを個別に調整することができる。
【０２１７】
　なお、上記実施の形態１、２、３では、室外熱交換器３が２つの並列熱交換器３－１、
３－２に分割されている場合を説明したが、本発明はこれに限定されない。３つ以上の並
列熱交換器を備える構成においても、上述した発明思想を適用することで、一部の並列熱
交換器をデフロスト対象とし、他の一部の並列熱交換器で暖房運転を継続するように動作
させることができる。
【０２１８】
　また、上記実施の形態１、２、３では、室内熱交換器が２つの場合を説明したが、本発
明はこれに限定されない。３つ以上の室内機を備える構成においても、上述した発明思想
を適用することで、デフロスト対象の並列熱交換器の冷媒の圧力と、蒸発器として機能す
る室内熱交換器の冷媒の圧力を個別に調整するよう動作させることができる。
【符号の説明】
【０２１９】
　１　圧縮機、２　流路切替装置、３　室外熱交換器、３－１　並列熱交換器、３－２　
並列熱交換器、３ａ　伝熱管、３ｂ　フィン、３ｆ　室外ファン、４　アキュムレータ、
５－１　逆流防止装置、５－２　逆流防止装置、５－３　逆流防止装置、５－４　逆流防
止装置、６－１　第１の開閉装置、６－２　第１の開閉装置、７－１　流量制御装置、７
－２　流量制御装置、８　第１の絞り装置、９－１　第２の開閉装置、９－２　第２の開
閉装置、１０　第２の絞り装置、１１ｂ　室内熱交換器、１１ｃ　室内熱交換器、１２ｂ
　室内流量制御装置、１２ｃ　室内流量制御装置、１３　気液分離装置、１４ｂ　第１の
中継開閉装置、１４ｃ　第１の中継開閉装置、１５ｂ　第２の中継開閉装置、１５ｃ　第
２の中継開閉装置、１６　第１の中継流量制御装置、１７　第２の中継流量制御装置、１
８－１　第３の開閉装置、１８－２　第３の開閉装置、１９　第３の絞り装置、２０－１
　配管、２０－２　配管、３１　第１の延長配管、３２　第２の延長配管、３３ｂ　第３
の延長配管、３３ｃ　第３の延長配管、３４ｂ　第４の延長配管、３４ｃ　第４の延長配
管、３５　吐出配管、３６　吸入配管、３７－１　第１の接続配管、３７－２　第１の接
続配管、３８－１　第２の接続配管、３８－２　第２の接続配管、３９　第１のデフロス
ト配管、４０　第２のデフロスト配管、９０　制御装置、９１　冷媒圧力センサー、９２
ｂ　温度センサー、９２ｃ　温度センサー、１００　空気調和装置、１０１　空気調和装
置、１０２　空気調和装置、Ａ　室外機、Ｂ　室内機、Ｃ　室内機、Ｄ　中継機、Ｘ　接
続点。
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